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年
譜

一
九
三
六
年

八
月
二
一
日
東
京
市
赤
坂
区
溜
池
三
○
番
地
に
て
出
生
。

一
九
六
○
年

三
月

東
京
大
学
法
学
部
第
一
類
（
私
法
コ
ー
ス
）
卒
業

一
九
六
二
年

三
月

東
京
大
学
法
学
部
第
三
類
（
政
治
コ
ー
ス
）
卒
業

一
九
六
四
年

三
月

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
（
修
士
課
程
）
修
了
（
総
代
）
・
法
学
修
士
（
第
一
二
号
）

一
九
六
七
年

三
月

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
（
博
士
課
程
）
修
了
（
総
代
）
・
法
学
博
士
（
第
一
八
号
）

四
月

成
蹊
大
学
政
治
経
済
学
部
助
教
授
（
一
九
六
八
年
三
月
迄
）

一
九
六
八
年

四
月

成
蹊
大
学
法
学
部
助
教
授
（
政
治
経
済
学
部
が
法
学
部
、
経
済
学
部
に
発
展
的
に
改
組
）

一
九
七
二
年

二
月

西
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

M
a
x
-P

la
n
ck

In
stitu

t
f�
r
a
u
sl�

n
d
isch

es
u
n
d
in
tern

a
tio

n
a
les

P
a
ten

t-,

U
rh

eb
er-u

n
d
W

ettb
ew

erb
srech

t
客
員
研
究
員
（
一
九
七
四
年
三
月
迄
）

一
九
七
四
年

一
○
月

商
標
審
査
基
準
協
議
会
委
員
（
特
許
庁
）（
一
九
七
六
年
三
月
迄
）

一
九
七
五
年

四
月

成
蹊
大
学
法
学
部
教
授
（
二
○
○
二
年
三
月
迄
）

五
月

弁
理
士
審
査
会
臨
時
委
員
（
特
許
庁
）（
一
九
七
七
年
一
一
月
迄
）

一
九
七
六
年

五
月

植
物
新
品
種
保
護
制
度
検
討
委
員
会
委
員
（
農
林
水
産
省
農
蚕
園
芸
局
）（
一
九
七
七
年
三
月
迄
）

一
九
七
七
年

四
月

特
許
庁
工
業
所
有
権
研
修
所
、
審
査
官
補
コ
ー
ス
、
審
査
官
コ
ー
ス
、
審
判
官
コ
ー
ス
等
講
師
（
一
九
九
三
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年
五
月
迄
）

一
九
七
八
年

一
月

弁
理
士
審
査
会
委
員
（
特
許
庁
）（
一
九
八
五
年
一
二
月
迄
）

四
月

共
同
研
究
に
お
け
る
研
究
成
果
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
検
討
会
委
員
（
科
学
技
術
庁
計
画
局
）
（
一
九
七
八

年
九
月
迄
）

一
九
七
九
年

三
月

工
業
所
有
権
審
議
会
委
員
（
特
許
庁
）（
一
九
八
七
年
四
月
迄
）

一
九
八
○
年

四
月

成
蹊
大
学
法
学
部
法
律
学
科
主
任
、
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
法
律
学
専
攻
主
任
（
一
九
八
二
年
三
月
迄
）

一
九
八
三
年

二
月

人
事
院
、
公
務
員
研
修
所
講
師

著
作
権
審
議
会
専
門
委
員
（
文
化
庁
）（
一
九
八
三
年
九
月
迄
）

一
○
月

著
作
権
審
議
会
臨
時
委
員
（
文
部
省
）（
一
九
九
三
年
九
月
迄
）

一
九
八
四
年

四
月

成
蹊
大
学
大
学
評
議
員
、
大
学
院
協
議
会
委
員
、
大
学
将
来
計
画
検
討
委
員
（
一
九
八
六
年
三
月
迄
）

一
○
、
一
一
月
人
事
院
、
公
務
員
研
修
所
講
師

一
二
月

日
本
学
術
会
議
、
民
事
法
学
研
究
連
絡
委
員
会
委
員
（
日
本
学
術
会
議
）（
一
九
九
四
年
一
○
月
迄
）

一
九
八
五
年

五
月

衆
議
院
文
教
委
員
会
（
著
作
権
法
改
正
法
案
）
参
考
人

一
○
月

農
業
資
材
審
議
会
種
苗
部
会
委
員
（
農
林
水
産
省
）（
一
九
九
三
年
一
○
月
迄
）

一
九
八
六
年

一
月

外
務
省
経
済
局
国
際
機
関
第
二
課
、
意
見
聴
取
「
各
国
知
的
財
産
権
法
の
相
違
」

七
月

統
計
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
会
委
員
（
総
理
府
統
計
局
）（
一
九
八
七
年
三
月
迄
）

九
月

技
術
取
引
等
研
究
会
委
員
（
公
正
取
引
委
員
会
経
済
部
）（
一
九
八
九
年
三
月
迄
）

一
○
月

公
正
取
引
委
員
会
経
済
部
調
整
課
、
意
見
聴
取
「
技
術
取
引
に
つ
い
て
」

一
一
月

建
設
省
建
設
大
学
校
講
師

一
九
八
七
年

二
、
三
月

通
商
産
業
省
通
商
産
業
研
修
所
講
師
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一
九
八
八
年

一
月

建
設
省
建
設
大
学
校
講
師

二
、
三
月

通
商
産
業
省
通
商
産
業
研
修
所
講
師

一
○
月

建
設
省
建
設
大
学
校
講
師

一
九
八
九
年

三
月

郵
政
省

通
信
政
策
局
、
意
見
聴
取
「
高
度
先
端
技
術
と
知
的
財
産
権
の
国
際
問
題
―
情
報
通
信
を
中
心
と

し
て
―
」

六
月

社
団
法
人
国
際
商
事
仲
裁
協
会

（二
○
○
三
年
か
ら
社
団
法
人
日
本
商
事
仲
裁
協
会
と
改
称
）
名
簿
仲
裁
人
☆

一
九
九
一
年

四
月

成
蹊
大
学
図
書
館
長
（
一
九
九
四
年
三
月
迄
）

政
府
規
制
等
と
競
争
政
策
研
究
会
委
員
（
公
正
取
引
委
員
会
）（
一
九
九
二
年
四
月
迄
）

一
○
月

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
解
析
知
的
財
産
権
調
査
研
究
会
委
員
長
（
科
学
技
術
庁
）（
一
九
九
三
年
九
月
迄
）

一
九
九
二
年

一
月

映
像
ソ
フ
ト
の
知
的
財
産
権
に
関
す
る
協
議
会
座
長
（
郵
政
省
放
送
行
政
局
放
送
政
策
課
）
（
一
九
九
四
年

三
月
迄
）

一
九
九
三
年

一
○
月

著
作
権
審
議
会
委
員
（
文
部
省
）（
二
○
○
一
年
二
月
迄
）

電
子
情
報
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
調
査
研
究
会
委
員
（
郵
政
省
電
気
通
信
局
デ
ー
タ
通
信
課
）
（
一
九

九
四
年
六
月
迄
）

一
九
九
四
年

一
月

日
本
学
術
審
議
会
専
門
委
員
（
社
会
科
学
研
究
分
科
会
）（
文
部
省
）（
一
九
九
七
年
一
月
迄
）

四
月

成
蹊
学
園
学
園
評
議
員
（
一
九
九
六
年
三
月
迄
）

七
月

二
一
世
紀
に
向
け
た
通
信
・
放
送
の
融
合
に
関
す
る
懇
談
会
、
幹
事
会
委
員
（
郵
政
省
通
信
政
策
局
政
策
課
）

（
一
九
九
六
年
五
月
迄
）

九
月

再
販
問
題
検
討
小
委
員
会
委
員
（
公
正
取
引
委
員
会
取
引
部
）（
一
九
九
六
年
一
二
月
迄
）

一
○
月

二
一
世
紀
に
向
け
た
通
信
・
放
送
の
融
合
に
関
す
る
懇
談
会
、
ソ
フ
ト
の
知
的
所
有
権
に
関
す
る
専
門
委
員
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会
委
員
長
（
郵
政
省
放
送
局
放
送
政
策
課
）（
一
九
九
五
年
六
月
迄
）

一
一
月

公
正
取
引
委
員
会
経
済
部
国
際
経
済
課
、
意
見
聴
取
「
知
的
財
産
権
と
並
行
輸
入
に
つ
い
て
」

一
二
月

科
学
技
術
会
議
、
政
策
委
員
会
、
国
際
問
題
懇
談
会
委
員
（
科
学
技
術
庁
）（
一
九
九
六
年
六
月
迄
）

一
九
九
六
年

二
月

産
学
の
連
携
・
協
力
に
関
す
る
調
査
協
力
者
会
議
委
員
（
文
部
省
学
術
国
際
局
）（
一
九
九
七
年
三
月
迄
）

一
九
九
七
年

三
月

納
本
制
度
調
査
会
（
一
九
九
九
年
か
ら
納
本
制
度
審
議
会
と
改
称
）
委
員
（
国
立
国
会
図
書
館
）
（
一
九
九

九
年
二
月
迄
）

六
月

産
学
の
連
携
・
協
力
に
関
す
る
調
査
協
力
者
会
議
（
文
部
省
学
術
国
際
局
）（
一
九
九
八
年
三
月
迄
）

一
九
九
八
年

三
月

工
業
所
有
権
仲
裁
セ
ン
タ
ー
（
二
○
○
一
年
か
ら
日
本
知
的
財
産
仲
裁
セ
ン
タ
ー
と
改
称
）
調
停
人
・
仲
裁

人
候
補
者
☆

一
九
九
九
年

四
月

農
林
水
産
技
術
会
議
専
門
委
員
（
農
林
水
産
省
）（
二
○
○
二
年
二
月
迄
）

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
寄
付
講
座
運
営
委
員
長
（
二
○
○
四
年
三
月
迄
）

二
○
○
○
年

一
月

次
世
代
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ
の
振
興
に
関
す
る
調
査
研
究
会
委
員
（
郵
政
省
放
送
行
政
局
）
」
（
二
○
○
○
年
七

月
迄
）

三
月

成
蹊
学
園
学
園
評
議
員
（
二
○
○
二
年
三
月
迄
）

七
月

今
後
の
産
学
連
携
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
委
員
（
文
部
省
学
術
国
際
局
）
（
二
○
○
一

年
一
月
迄
）

一
○
月

研
究
成
果
の
社
会
還
元
施
策
検
討
会
委
員
（
科
学
技
術
庁
科
学
技
術
振
興
局
・
文
部
科
学
省
学
術
振
興
局
）

（
二
○
○
一
年
五
月
迄
）

一
二
月

会
計
検
査
院
第
二
局
防
衛
検
査
第
三
課
、
意
見
聴
取
「
企
業
秘
密
に
つ
い
て
」

二
○
○
一
年

三
月

文
化
審
議
会
臨
時
委
員
・
著
作
権
分
科
会
（
文
部
科
学
省
）（
二
○
○
五
年
二
月
迄
）
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二
○
○
二
年

三
月

成
蹊
大
学
法
学
部
定
年
退
職

四
月

成
蹊
大
学
法
学
部
特
別
任
用
教
授
（
二
○
○
四
年
三
月
迄
）

一
二
月

特
許
庁
総
務
課
工
業
所
有
権
制
度
改
正
審
議
室
、
意
見
聴
取
「
商
標
法
の
改
正
に
つ
い
て
」

二
○
○
三
年

四
月

特
許
庁
総
務
課
工
業
所
有
権
制
度
改
正
審
議
室
、
意
見
聴
取
「
工
業
所
有
権
法
の
改
正
に
つ
い
て
」

五
月

公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
審
査
局
第
一
審
査
、
意
見
聴
取
「
映
画
著
作
権
の
頒
布
権
に
つ
い
て
」

六
月

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
公
開
寄
付
講
座
講
演
会
、（
成
蹊
大
学
主
催
、
於
銀
座
ガ
ス
ホ
ー
ル
）

二
○
○
四
年

四
月

成
蹊
大
学
法
科
大
学
院
教
授
（
二
○
一
三
年
三
月
迄
）

成
蹊
大
学
法
学
部
兼
担
（
二
○
一
三
年
三
月
迄
）

二
○
○
五
年

二
月

文
化
審
議
会
委
員
・
著
作
権
分
科
会
（
文
部
科
学
省
）（
二
○
○
七
年
二
月
迄
）

一
○
月

特
許
庁
総
務
課

工
業
所
有
権
制
度
改
正
審
議
室
、
意
見
聴
取
「
実
用
新
案
制
度
、
商
標
法
の
改
正
に
つ
い

て
」

二
○
○
六
年

六
月

成
蹊
会
創
立
七
○
周
年
記
念
に
て
謝
恩
顕
彰
を
受
け
る

二
○
○
七
年

一
一
月

文
化
庁
長
官
よ
り
「
表
彰
状
」
受
賞

二
○
○
八
年

七
月

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
情
報
セ
ン
タ
ー
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
調
停
・
仲
裁
委
員
☆

（
☆
印
は
二
○
一
三
年
三
月
三
一
日
現
在
在
任
中
）

学
会
関
係

（
学
会
活
動
）

日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
理
事
、
日
本
著
作
権
法
学
会
理
事
、
日
本
経
済
法
学
会
理
事
、
日
本
国
際
経
済
法
学
会
理
事
に
就
任
、
日
本
工
業
所
有
権
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法
学
会
名
誉
会
員
、
日
本
著
作
権
法
学
会
名
誉
会
員
、
日
本
私
法
学
会
会
員
、
日
本
ド
イ
ツ
法
学
会
会
員

（
学
会
報
告
等
）

一
九
六
七
年

一
○
月
「
実
用
新
案
制
度
の
客
体
」（
日
本
私
法
学
会
）

一
九
六
八
年

一
○
月
「
技
術
導
入
の
自
由
化
と
特
許
法
」（
日
本
経
済
法
学
会
）

一
九
八
三
年

四
月
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
法
的
保
護
」（
日
本
著
作
権
法
学
会
）

六
月

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
パ
リ
条
約
の
現
代
的
課
題
」
司
会
並
報
告
、
「
パ
リ
条
約
改
正
の
動
向
」
（
日
本
工
業
所
有
権
法
学

会
）

一
一
月
「
著
作
権
法
か
ら
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
保
護
」（
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
学
会
）

一
九
八
四
年

一
○
月
「
国
際
技
術
移
転
と
特
許
法
」（
日
本
経
済
法
学
会
）

一
九
八
八
年

五
月

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
意
匠
制
度
の
現
状
と
課
題
―
意
匠
制
度
百
周
年
記
念
」
司
会
並
報
告
、
「
意
匠
法
と
隣
接
法
―
特

に
著
作
権
法
―
」（
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
）

一
九
八
九
年

二
月
「
情
報
と
著
作
権
―
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
中
心
と
し
て
」（
日
本
教
育
情
報
学
会
）

一
九
九
一
年

一
一
月
共
同
論
題
「
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
法
の
研
究
（
そ
の
２
）」
司
会
（
日
本
国
際
経
済
法
学
会
）

一
九
九
二
年

五
月

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
応
用
美
術
・
デ
ザ
イ
ン
と
著
作
権
法
」
司
会
並
報
告
、
「
応
用
美
術
の
保
護
」
（
日
本
著
作
権
法
学

会
）

一
九
九
三
年

一
一
月
「
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
と
発
展
途
上
国
―
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
を
中
心
と
し
て
―
」（
日
本
国
際
経
済
法
学
会
）

一
九
九
四
年

五
月
「
情
報
通
信
と
知
的
財
産
権
―
著
作
権
法
を
中
心
と
し
て
―
」（
会
誌
報
告
）（
情
報
通
信
学
会
）

一
九
九
五
年

五
月
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
権
利
の
執
行
（
E
n
fo
rcem

en
t
o
f
rig

h
ts）」

司
会
（
日
本
著
作
権
法
学
会
）

一
○
月

「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
関
連
協
定
と
そ
の
国
内
的
実
施
の
批
判
的
検
討
―
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
側
面
に
関
す
る
協
定
（
Ｔ
Ｒ

成蹊法学78号
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Ｉ
Ｐ
ｓ
）」（
日
本
国
際
経
済
法
学
会
）

一
九
九
六
年

一
○
月
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
技
術
の
国
際
経
済
法
的
規
制
」
司
会
（
日
本
国
際
経
済
法
学
会
）

一
九
九
七
年

五
月
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
デ
ザ
イ
ン
の
法
的
保
護
」
司
会
（
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
）

一
九
九
九
年

五
月
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
め
ぐ
る
著
作
権
法
と
特
許
法
」（
情
報
処
理
学
会
）

二
○
○
一
年

一
○
月
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
の
現
代
的
課
題
と
再
検
討
」
司
会
（
日
本
国
際
経
済
法
学
会
）

二
○
○
七
年

六
月
研
究
報
告
「
独
占
的
通
常
実
施
権
に
つ
い
て
」
司
会
（
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
）

非
常
勤
講
師

東
京
教
育
大
学
文
学
部
（
商
法
担
当
）（
一
九
七
○
年
度
、
一
九
七
一
年
度
）

東
北
大
学
法
学
部
（
無
体
財
産
権
法
担
当
）（
一
九
七
○
年
度
、
一
九
七
五
年
度
、
一
九
七
六
年
度
、
一
九
八
○
年
度
―
隔
年
―
一
九
八
八
年
度
）

福
岡
大
学
法
学
部
（
無
体
財
産
権
法
担
当
）（
一
九
七
五
年
度
～
一
九
八
七
年
度
）

東
京
大
学
法
学
部
（
無
体
財
産
権
法
担
当
）（
一
九
七
七
年
度
、
一
九
七
九
年
度
）

上
智
大
学
法
学
部
（
無
体
財
産
権
法
担
当
）（
一
九
七
七
年
度
～
一
九
七
八
年
度
）

千
葉
大
学
法
経
学
部
（
無
体
財
産
権
法
担
当
）（
一
九
八
三
年
度
）

北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
（
無
体
財
産
権
法
担
当
）（
一
九
八
六
年
度
）

北
海
道
大
学
法
学
部
（
無
体
財
産
権
法
担
当
）（
一
九
八
九
年
度
～
一
九
九
○
年
度
）

上
智
大
学
法
学
部
（
国
際
無
体
財
産
権
法
担
当
）（
一
九
九
○
年
度
～
一
九
九
二
年
度
）

慶
応
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
（
知
的
財
産
法
担
当
）（
一
九
九
三
年
度
～
二
○
○
六
年
度
）

慶
応
大
学
法
学
部
（
知
的
財
産
法
担
当
）（
一
九
九
五
年
度
～
一
九
九
六
年
度
）
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宇
都
宮
大
学
国
際
学
部
（
民
法
Ⅱ
担
当
）（
一
九
九
六
年
度
～
一
九
九
八
年
度
）

東
亜
大
学
大
学
院
（
知
的
財
産
権
法
担
当
）（
二
○
○
○
年
度
以
降
）

政
策
研
究
大
学
院
大
学
（
知
的
財
産
法
応
用
担
当
）（
二
○
○
四
年
度
以
降
）

業
績
目
録

＊
紙
面
の
都
合
に
よ
り
、
会
社
法
、
担
保
附
社
債
信
託
法
、
労
働
法
、
証
券
法
等
関
係
の
著
書
、
判
例
研
究
並
び
に
空
法
関
係
の
翻
訳
及
び
マ

ス
コ
ミ
・
随
想
等
を
除
く
（
詳
細
は
紋
谷
暢
男
古
稀
記
念
「
知
的
財
産
権
法
と
競
争
法
の
現
代
的
展
開
」
（
二
○
○
六
年

発
明
協
会
）
掲

載
の
業
績
目
録
参
照
）

一
、
著
書
・
編
著
者

一
九
六
六
年

一
月
『
特
許
等
管
理
』（
経
営
法
学
全
集
７
）（
石
井
照
久
・
有
泉
亨
・
金
沢
良
雄
編
）「
商
標
」
松
尾
和
子
と
共
同
担
当

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

一
九
六
八
年

五
月
『
会
社
法
律
大
事
典
』（
石
井
照
久
編
）「
無
体
財
産
の
保
護
」
担
当

第
一
法
規

六
月
『
特
許
の
出
願
―
特
許
・
実
用
新
案
・
意
匠
・
商
標
・
商
号
・
著
作
権
の
登
録
手
続
―
』（
竹
田
和
彦
と
共
編
著
）

「
無
体
財
産
法
と
は
何
か
」
担
当
（
一
九
七
一
年
五
月
最
新
版
、
一
九
七
六
年
四
月
全
訂
版
、
一
九
七
八
年
一
二
月

改
訂
版
、
一
九
八
○
年
一
二
月
第
三
版
、
一
九
八
一
年
七
月
第
四
版
、
一
九
八
二
年
四
月
第
五
版
、
一
九
八
三
年
三

月
第
六
版
、
一
九
八
六
年
三
月
新
版
）

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

一
九
七
○
年

六
月
『
特
許
管
理
実
務
講
座
』

商
事
法
務
研
究
会

成蹊法学78号
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一
九
七
二
年

三
月
『
特
許
』（
実
用
法
律
事
典
八
巻
）（
中
川
善
之
助
・
豊
崎
光
衛
編
）「
技
術
の
開
発
」
担
当

第
一
法
規

五
月
『
特
許
・
意
匠
・
商
標
の
実
務
相
談
』（
実
務
相
談
シ
リ
ー
ズ
８
）（
吉
藤
幸
朔
と
共
編
著
）

有
斐
閣

一
九
七
五
年

一
一
月

『
商
標
法

50講
』
編
著
（
一
九
七
九
年
七
月
改
訂
版
、
一
九
八
五
年
八
月
新
版
）
（
〔
翻
訳
〕
一
九
八
七
年
四
月
魏
啓

学
訳
『
商

�法

50
�』（

中
華
人
民
共
和
国
、
法
律
出
版
社
））

有
斐
閣

一
九
七
六
年

八
月

『
無
体
財
産
権
法
概
論
』
（
一
九
八
二
年
七
月
改
訂
版
、
一
九
八
五
年
一
月
第
三
版
、
一
九
八
六
年
四
月
第
四
版
、

一
九
八
七
年
三
月
第
四
版
改
訂
、
一
九
九
四
年
四
月
第
五
版
、
一
九
九
六
年
五
月
第
六
版
、
一
九
九
七
年
四
月
第
七

版
、
一
九
九
九
年
一
月
第
八
版
、
二
○
○
○
年
三
月
第
九
版
、
二
○
○
一
年
三
月
第
九
版
補
訂
版
、
二
○
○
三
年
四

月
第
九
版
補
訂
第
二
版
）
（
〔
翻
訳
〕
一
九
九
一
年
一
月
梁
承
斗
監
修
・
尹
宜
熙
訳
『
無
体
財
産
権
法
概
論
』
（
大
韓

民
国
、
法
経
出
版
社
）

有
斐
閣

一
九
七
七
年

九
月

『
特
許
・
意
匠
・
商
標
の
法
律
相
談
』
新
版
（
法
律
相
談
シ
リ
ー
ズ

18）
（
吉
藤
幸
朔
と
共
編
著
）
（
一
九
八
二
年
一

○
月
第
三
版
、
一
九
八
七
年
三
月
第
四
版
）

有
斐
閣

一
九
七
八
年

四
月

『
特
許
法

50講
』
編
著
（
一
九
八
○
年
七
月
増
補
改
訂
版
、
一
九
八
五
年
四
月
新
版
、
一
九
八
八
年
七
月
第
三
版
、

一
九
九
○
年
一
二
月
第
三
版
改
訂
、
一
九
九
七
年
一
二
月
第
四
版
）
（
〔
翻
訳
〕
一
九
八
四
年
一
二
月
魏
啓
学
訳
『
専

利
法

50
�』（

中
華
人
民
共
和
国
、
法
律
出
版
社
））

有
斐
閣

一
九
七
九
年

一
一
月
『
会
社
法
律
全
書
』（
鴻
常
夫
編
）「
商
号
」、「
無
体
財
産
の
保
護
」
担
当

第
一
法
規

一
九
八
○
年

六
月

『
意
匠
法

25講
』
編
著
（
一
九
八
五
年
八
月
改
訂
版
）
（
〔
翻
訳
〕
一
九
八
六
年
七
月
魏
啓
学
訳
『
日
本
外
観
設
計
法

25
�』（

中
華
人
民
共
和
国
、
専
利
文
献
出
版
社
））

有
斐
閣

一
九
八
二
年

六
月

『
著
作
権
の
ノ
ウ
ハ
ウ
』
半
田
正
夫
と
共
編
著
（
一
九
八
五
年
八
月
改
訂
版
、
一
九
八
七
年
一
月
第
三
版
、
一
九
八

九
年
一
月
第
三
版
増
補
、
一
九
九
○
年
一
○
月
新
装
第
四
版
、
一
九
九
五
年
九
月
第
五
版
、
二
○
○
二
年
四
月
第
六

版
）（〔
翻
訳
〕
一
九
九
○
年
七
月
魏
啓
学
訳
『
著
作
権
法

50
�』（

中
華
人
民
共
和
国
、
法
律
出
版
社
））

有
斐
閣
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一
九
八
五
年

三
月
『
注
解
経
済
法

（上）』（
今
村
成
和
・
丹
宗
昭
信
・
実
方
謙
二
・
厚
谷
襄
児
編
）「
二
三
条
（
現
二
一
条
）」
担
当青
林
書
院

一
九
八
六
年

一
○
月
『
注
釈
特
許
法
』
編
著

有
斐
閣

一
九
八
八
年

七
月
『
プ
ロ
グ
ラ
ム
著
作
権
と
は
何
か
』
坂
東
久
美
子
・
花
作
文
雄
と
共
著

有
斐
閣

一
九
八
九
年

四
月
『
知
的
財
産
権
と
は
何
か
』
編
著

有
斐
閣

五
月

『
新
版

注
釈
会
社
法

第
一
一
巻
社
債
（
２
）
』
（
上
柳
克
郎
・
鴻
常
夫
・
竹
内
昭
夫
編
）
「
担
保
付
社
債
信
託
法
」

（
一
部
）
担
当

有
斐
閣

一
九
九
三
年

三
月
『
新
聞
と
著
作
権
』
日
本
新
聞
協
会
研
究
所
編
「
序
章
―
第
一
著
作
権
の
あ
ら
ま
し
」
担
当

社
団
法
人
日
本
新
聞
協
会

七
月
『
新
技
術
開
発
と
法
』（
現
代
経
済
法
講
座
７
）
渋
谷
達
紀
・
満
田
重
昭
と
共
著

三
省
堂

一
九
九
四
年

五
月

『
〔
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
知
的
財
産
権
〕
激
突
か
ら
大
調
和
へ
「
日
米
欧
技
術
戦
略
セ
ミ
ナ
ー
」
は
報
告
す
る
』
（
椎
名

素
夫
編
）「
知
的
財
産
権
を
め
ぐ
る
新
た
な
課
題
と
将
来
の
展
望
」
担
当

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

一
九
九
五
年

三
月

『
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
プ
ロ
パ
テ
ィ

パ
テ
ン
ト
誌

30選
1984～

1993
』
弁
理
士
会
編
「
特
許
・
実
用
新
案
制

度
の
改
正
」
担
当

発
明
協
会

二
○
○
一
年

三
月
『
寄
与
侵
害
・
間
接
侵
害
に
関
す
る
研
究
』
編
著

著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
附
属
著
作
権
研
究
所

二
○
○
二
年

一
月
『
著
作
権
特
殊
講
義
―
音
楽
著
作
権
の
諸
問
題
』
編
著
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
寄
付
講
座
）

成
蹊
大
学
法
学
部

三
月
『
著
作
権
特
殊
講
義
―
視
覚
的
著
作
物
の
諸
問
題
』
編
著
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
寄
付
講
座
）

成
蹊
大
学
法
学
部

八
月
『
著
作
権
特
殊
講
義
―
デ
ジ
タ
ル
化
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
と
著
作
権
』
編
著
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
寄
付
講
座
）

成
蹊
大
学
法
学
部

二
○
○
三
年

三
月
『
著
作
権
法
と
意
匠
法
と
の
交
錯
問
題
に
関
す
る
研
究
』
編
著

著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
附
属
著
作
権
研
究
所
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八
月
『
著
作
権
特
殊
講
義
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
シ
ス
テ
ム
と
ビ
ジ
ネ
ス
』
編
著
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
寄
付
講
座
）

成
蹊
大
学
法
学
部

二
○
○
四
年

八
月
『
著
作
権
特
殊
講
義
―
著
作
権
法
の
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
編
著
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
寄
付
講
座
）
成
蹊
大
学
法
学
部

二
○
○
六
年

三
月
『
著
作
権
法
と
独
占
禁
止
法
に
関
す
る
調
査
研
究
』
編
著

著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
附
属
著
作
権
研
究
所

五
月
『
知
的
財
産
権
法
概
論
』（
二
○
○
六
年
四
月
第
二
版
、
二
○
一
二
年
第
三
版
）

有
斐
閣

二
○
○
九
年

一
一
月
『
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
概
論
音
楽
著
作
権
の
法
と
管
理
』
編
著

日
本
評
論
社

二
○
一
一
年

六
月
『
知
財
、
こ
の
人
に
き
く
V
o
l.4

紋
谷
暢
男
』

発
明
協
会

二
○
一
二
年

一
○
月
『
著
作
権
法
と
不
正
競
争
防
止
法
の
交
錯
問
題
に
関
す
る
研
究
』
編
著

著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
附
属
著
作
権
研
究
所

二
○
一
三
年

一
月
『
知
的
財
産
権
法
・
競
業
法
論
集
』

商
事
法
務

二
、
辞
典
・
事
典

一
九
六
八
年

一
二
月
『
工
業
所
有
権
用
語
辞
典
』
吉
藤
幸
朔
ら
五
名
と
共
編
著
（
一
九
七
五
年
一
二
月
新
版

日
本
工
業
新
聞
社

一
九
七
○
年

一
○
月
『
グ
ラ
ン
ド
現
代
百
科
事
典
』（
無
体
財
産
権
法
関
係
担
当
）（
～
一
九
七
四
年
七
月
）

学
習
研
究
社

一
九
七
一
年

一
○
月
『
現
代
世
界
百
科
大
事
典
』（
無
体
財
産
権
法
関
係
担
当
）（
～
一
九
七
二
年
四
月
）

講
談
社

一
九
七
二
年

四
月

『
法
律
学
小
辞
典
』
（
無
体
財
産
権
法
関
係
担
当
）
（
一
九
七
五
年
一
月
第
一
版
改
訂
、
一
九
八
一
年
三
月
改
訂
版
、

一
九
八
六
年
九
月
増
補
版
、
一
九
九
四
年
一
一
月
新
版
、
一
九
九
九
年
一
月
第
三
版
、
二
○
○
四
年
四
月
第
四
版
、

二
○
○
八
年
一
○
月
第
四
版
改
訂
版
一
刷
、
二
○
○
九
年
三
月
第
四
版
補
訂
版
）

有
斐
閣

一
九
七
三
年

一
○
月
『
学
芸
百
科
事
典
』（
無
体
財
産
権
法
関
係
担
当
）（
～
一
九
七
五
年
一
二
月
）

講
談
社

一
九
七
七
年

一
○
月
『
講
談
社
大
百
科
事
典
』（
無
体
財
産
権
法
関
係
担
当
）

講
談
社

紋谷暢男教授年譜及び業績目録
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一
九
八
二
年

一
○
月
『
現
代
日
中
経
済
事
典
』（
知
的
所
有
権
法
関
係
担
当
）

中
国
社
会
科
学
院
・
日
本
総
合
研
究
所

一
九
九
一
年

三
月
『
戦
後
史
事
典
』（
著
作
権
法
関
係
担
当
）（
一
九
九
五
年
六
月
増
補
縮
刷
版
―
知
的
財
産
権
法
関
係
担
当
）
三
省
堂

一
九
九
八
年

一
月
『
経
済
辞
典
』
第
三
版
、
金
森
久
雄
・
荒
憲
治
郎
・
森
口
親
司
編
（
二
○
○
二
年
四
月
第
四
版
）

有
斐
閣

二
○
○
○
年

三
月
『
現
代
法
律
百
科
大
辞
典
』
伊
藤
正
巳
・
園
部
逸
夫
編
（
知
的
財
産
権
法
関
係
編
集
担
当
）

ぎ
ょ
う
せ
い

三
、
論
文
・
論
説

一
九
六
三
年

現
行
工
業
所
有
権
制
度
の
問
題
点
―
実
用
新
案
の
客
体
に
つ
い
て
（
パ
テ
ン
ト
二
一
巻
三
号
）

一
九
六
六
年

商
標
保
護
の
制
度
（
「
商
標
・
不
正
競
争
に
関
す
る
デ
レ
ン
バ
ー
グ
セ
ミ
ナ
ー
準
備
レ
ポ
ー
ト
」
Ｉ
Ｂ
Ｌ
資
料
'6
6
N
o
.1
、

海
外
商
事
法
務
研
究
会
）

一
九
六
八
年

ド
イ
ツ
実
用
新
案
制
度
の
下
に
お
け
る
保
護
客
体
の
推
移
（
成
蹊
大
学
政
治
経
済
論
叢
一
七
巻
三
・
四
号
）

技
術
導
入
の
自
由
化
と
特
許
法
（
経
済
法
一
一
号
）

実
用
新
案
制
度
の
保
護
客
体
（
私
法
三
○
号
）

一
九
六
九
年

実
用
新
案
制
度
存
廃
論
を
め
ぐ
る
本
質
的
問
題
―
そ
の
保
護
客
体
を
中
心
と
し
て
（
特
許
と
企
業
五
号
）

我
が
国
実
用
新
案
制
度
の
下
に
お
け
る
保
護
客
体
の
推
移
（
一
）（
成
蹊
法
学
創
刊
号
）

一
九
七
○
年

特
許
法
等
改
正
の
経
緯
と
そ
の
内
容
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
九
号
）

一
九
七
二
年

K
n
o
w
H
o
w
お
よ
び
そ
の
保
護
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
○
○
号
）

平
面
的
雛
型
に
お
け
る
実
用
新
案
保
護
適
格
性
（
原
増
司
判
事
退
官
記
念
『
工
業
所
有
権
の
基
本
的
課
題
（
下
）
』
、

有
斐
閣
）

一
九
七
三
年

無
体
財
産
権
（
山
田
鐐
一
・
沢
木
敬
郎
編
『
国
際
私
法
演
習
』
有
斐
閣
）

"Z
u
r
R
ezep
tio
n
d
es
d
eu
tsch
en
G
eb
ra
u
ch
sm
u
stersch

u
tzes

in
J
a
p
a
n
"
G
ew
erb
lich
er
R
ech
tssch

u
tz
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U
rh

eb
errech

t
W

irtsch
a
ftsrech

t（
M
ita

rb
eiterfestsch

rift
zu

m
7
0.G

eb
u
rsta

g
v
o
n

E
u
g
en

U
lm

er,

C
a
rl

H
ey

m
a
n
n
s）

一
九
七
四
年

我
が
国
実
用
新
案
制
度
の
下
に
お
け
る
保
護
客
体
の
推
移
（
二
・
完
）（
成
蹊
法
学
六
号
）

実
用
新
案
法
制
と
方
法
の
考
案
（
石
井
照
久
先
生
追
悼
論
文
集
『
商
事
法
の
諸
問
題
』、
有
斐
閣
）

一
九
七
五
年

素
材
及
び
素
材
の
変
更
と
実
用
新
案
保
護
（
鈴
木
竹
雄
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
商
法
学
の
課
題
（
中
）』、
有
斐
閣
）

取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
の
特
異
性
（
法
学
教
室
〈
第
二
期
〉
八
号
）

一
九
七
六
年

特
許
権
、
ノ
ウ
ハ
ウ
と
独
占
禁
止
政
策
（
経
済
法
学
会
編
『
独
占
禁
止
法
講
座
Ⅱ
独
占
』、
商
事
法
務
研
究
会
）

一
九
七
七
年

技
術
・
経
済
の
変
化
と
特
許
制
度
（
上
）、（
下
）（
発
明
四
七
巻
一
一
号
、
一
二
号
）

一
九
七
八
年

中
南
米
に
お
け
る
技
術
移
転
の
規
制
―
ブ
ラ
ジ
ル
・
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
・
メ
キ
シ
コ
（
成
蹊
法
学
一
二
号
）

専
利
制
度
的
原
理
（
政
大
法
律
通
訊
一
六
期
、
中
華
民
国
国
立
政
治
大
学
）

職
務
発
明
に
基
づ
く
使
用
者
等
の
法
定
通
常
実
施
権
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
（
成
蹊
法
学
一
三
号
）

商
号
登
記
の
効
力
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
商
法
の
争
点
（
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
４
））

一
九
七
九
年

特
許
制
度
の
国
際
化
傾
向
と
現
状
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
八
一
号
）

著
作
権
と
工
業
所
有
権
と
の
関
係
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
二
号
）

商
号
の
保
護
―
商
法
と
不
正
競
争
防
止
法
と
の
関
係
（
民
事
研
修
二
六
九
号
）

一
九
八
○
年

工
業
所
有
権
法
と
属
地
性
―
工
業
所
有
権
に
お
け
る
属
地
主
義
の
原
則
―
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
国
際
私
法
の
争
点
（
法

律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
８
））

一
九
八
一
年

不
正
競
争
・
商
標
を
め
ぐ
る
理
論
と
実
務
（
日
本
弁
護
士
連
合
会
『
昭
和
五
五
年
度
特
別
研
修
叢
書
』）

大
学
教
授
の
発
明
の
法
的
処
理
に
つ
い
て
―
学
術
審
議
会
の
答
申
を
中
心
と
し
て
（
成
蹊
法
学
一
七
号
）

実
用
新
案
法
に
お
け
る
物
品
の
形
態
の
一
定
性
（
豊
崎
光
衛
先
生
追
悼
論
文
集
『
無
体
財
産
権
法
と
商
事
法
の
諸
問
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題
』、
有
斐
閣
）

一
九
八
二
年

我
が
国
に
お
け
る
特
許
制
度
の
今
後
の
課
題
（
パ
テ
ン
ト
三
五
巻
一
号
）

一
九
八
三
年

Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
保
護
モ
デ
ル
条
項
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
四
号
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
著
作
物
性
・
保
護
（
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
七
五
号
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
法
的
保
護
（
発
明
八
○
巻
六
号
）

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
昭
和
五
七
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
二
号
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
保
護
（
法
律
時
報
五
五
巻
七
号
）

最
近
の
工
業
所
有
権
を
め
ぐ
る
動
き
（
経
済
法
学
会
年
報
四
号
（
通
巻
二
六
号
））

商
号
登
記
の
効
力
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
商
法
の
争
点
（
第
二
版
）（
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
４
））

一
九
八
四
年

中
国
の
発
明
保
護
奨
励
規
則
―
特
許
制
度
を
中
心
と
し
て
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
○
六
号
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
保
護
（
一
）
、
（
二
）
―
権
利
の
性
質
か
ら
検
討
―
コ
ピ
ラ
イ
ト
二
四
巻
二
号
、

三
号
）

著
作
権
法
か
ら
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
保
護
（
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
二
号
）

パ
リ
条
約
改
正
の
動
向
（
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
七
号
『
パ
リ
条
約
の
現
代
的
課
題
』）

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
昭
和
五
八
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
一
五
号
）

中
国
特
許
法
の
概
要
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
一
八
号
）

国
際
的
技
術
移
転
と
特
許
法
―
そ
の
弊
害
防
止
の
措
置
（
経
済
法
学
会
年
報
五
号
（
通
巻
二
七
号
））

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
保
護
―
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
中
心
に
―
（
教
育
と
情
報
三
二
一

号
）

一
九
八
五
年

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
昭
和
五
九
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
三
八
号
）

成蹊法学78号
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"T
h
e
L
eg
a
l
P
ro
tectio

n
o
f
A
ch
iev
em
en
ts
in
B
io
tech
n
o
lo
g
y
,
a
s
seen

b
y
a
J
a
p
a
n
ese
L
a
w
y
er"（

In
ter-

n
a
tio
n
a
l
S
y
m
p
o
siu
m
b
y
U
P
O
V
,
N
o
.3
4
2（
E
）,
G
en
ev
a
）

一
九
八
六
年

"D
er
R
ech
tssch

u
tz
v
o
n
E
rg
eb
n
issen（

P
fla
n
zen
so
rten
）
d
er
B
io
tech
n
ik
"（
成
蹊
法
学
二
四
号
）

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
昭
和
六
○
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
実
用
新
案
法
制
定
の
背
景
（
特
許
研
究
二
号
）

一
九
八
七
年

国
際
ル
ー
ル
の
現
状
と
国
際
機
関
（『
世
界
貿
易
の
発
展
と
知
的
所
有
権
』、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
）

"In
tern
a
tio
n
a
l
P
ro
tectio

n
o
f
In
tellectu

a
l
P
ro
p
erties

a
n
d
J
a
p
a
n
ese
L
a
w
s:
in
P
a
rticu

la
r,
P
a
ten
t

L
a
w
"（
T
h
e
J
a
p
a
n
ese
A
n
n
u
a
l
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
N
o
.3
0,
T
h
e
In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
A
sso
cia
tio
n
o
f

J
a
p
a
n
）

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
昭
和
六
一
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
七
号
）

高
度
先
端
技
術
に
関
す
る
知
的
財
産
権
法
の
対
応
（
経
済
法
学
会
年
報
八
号
（
通
巻
三
○
号
））

一
九
八
八
年

"P
ro
tectio

n
o
f
C
o
m
p
u
ter
S
o
ftw
a
re
―
C
en
terin

g
a
ro
u
n
d
th
e
T
ra
n
sitio

n
o
f
C
o
m
p
u
ter
S
o
ftw
a
re

P
ro
tectio

n
in
J
a
p
a
n
"（
成
蹊
法
学
二
八
号
）

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
昭
和
六
二
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
○
号
）

情
報
社
会
と
法
（
一
）、（
二
）、（
国
づ
く
り
研
修
№

43、
№

44、
全
国
建
設
研
修
セ
ン
タ
ー
）

一
九
八
九
年

情
報
社
会
と
法
（
三
）（
国
づ
く
り
研
修
№

45全
国
建
設
研
修
セ
ン
タ
ー
）

意
匠
制
度
―
著
作
権
法
と
の
関
係
を
中
心
に
（
特
許
庁
技
術
懇
話
会
『
特
技
懇
』
一
四
三
号
）

情
報
化
社
会
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
著
作
権
（
教
育
と
情
報
三
七
二
号
）

意
匠
法
と
周
辺
法
―
主
と
し
て
著
作
権
法
と
の
関
係
―
（
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
一
二
号
）

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
昭
和
六
三
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
五
号
）
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バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
進
展
に
伴
う
植
物
品
種
保
護
分
野
の
現
代
的
課
題
（
植
物
品
種
保
護
制
度
十
周
年
記
念
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
『
植
物
品
種
保
護
制
度
と
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
』、
植
物
品
種
保
護
制
度
十
周
年
記
念
会
）

一
九
九
○
年

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
著
作
権
（
情
報
の
科
学
と
技
術
四
○
巻
六
号
）

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
平
成
元
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
七
号
）

情
報
の
法
的
保
護
と
国
際
化
―
我
が
国
の
対
応
（
桜
井
寛
・
李
春
宝
ほ
か
編
『
情
報
社
会
へ
の
道
―
日
中
の
学
者
が

語
る
理
想
と
現
実
オ
ー
ム
社
）
（（
翻
訳
）
信
息
的
法
律
保

�和
国

�化
―
日
本
的

�
�措

施
（
李
春
宝
・
桜
井
寛
ほ

か
編
）
『
通
向
信
息
社
会
之
路
―
日
中
学
者
談
理
想
与
現
実
』
（
中
華
人
民
共
和
国
、
新
時
代
出
版
社
、
一
九
九
三
年

一
二
月
）

実
用
新
案
法
に
お
け
る
実
用
性
（
服
部
榮
三
先
生
古
稀
記
念
『
商
法
学
に
お
け
る
論
争
と
省
察
』
、
商
事
法
務
研
究

会
）

最
近
の
我
が
国
の
特
許
事
情
―
特
許
審
査
期
間
の
短
縮
と
不
正
競
争
防
止
法
の
改
正
―
（
特
許
研
究
一
○
号
）

一
九
九
一
年

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
平
成
二
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
八
○
号
）

一
九
九
二
年

職
務
上
の
創
作
に
関
す
る
一
考
察
（
成
蹊
法
学
三
五
号
）

"A
g
reem

en
t
o
n
T
ra
d
e‐
R
ela
ted
A
sp
ects

o
f
In
tellectu

a
l
P
ro
p
erty

R
ig
h
t
a
n
d
T
ra
d
e
a
n
d
In
v
est-

m
en
t
A
ctiv
ities"（

T
h
e
U
ru
g
u
a
y
R
o
u
n
d
:
A
p
p
ra
isa
l
a
n
d
Im
p
lica
tio
n
s
fo
r
In
tern
a
tio
n
a
l
T
ra
d
e
a
n
d

In
v
estm

en
t）,（

R
ep
o
rt
o
n
th
e
In
tern
a
tio
n
a
l
S
y
m
p
o
siu
m
,
F
a
ir
T
ra
d
e
C
en
ter）

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
平
成
三
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
○
二
号
）

サ
ー
ビ
ス
マ
ー
ク
―
登
録
制
度
の
採
用
（
法
学
教
室
一
四
六
号
）

一
九
九
三
年

日
米
問
題
を
中
心
と
し
た
国
際
的
特
許
法
制
の
現
状
と
課
題
（
成
蹊
法
学
三
七
号
）

商
号
登
記
の
効
力
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
商
法
の
争
点
Ⅰ
（
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
４
―
Ⅰ
）

成蹊法学78号
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無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
平
成
四
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
二
四
号
）

知
的
財
産
権
権
利
と
保
護
―
そ
の
歴
史
的
背
景
を
探
る
（
ば
っ
く
あ
っ
ぷ
一
三
号
、
金
沢
工
業
大
学
）

特
許
権
の
独
占
禁
止
法
違
反
行
為
の
規
制
―
排
他
措
置
命
令
と
特
許
権
等
の
取
消
を
中
心
と
し
て
（
正
田
彬
教
授
還

暦
記
念
論
文
集
『
国
際
化
時
代
の
独
占
禁
止
法
の
課
題
』、
日
本
評
論
社
）

"C
u
rren

t
P
ro
b
lem
s
in
P
ro
tectin

g
P
la
n
t
V
a
rieties

R
ela
ted
to
R
ecen
t
D
ev
elo
p
m
en
ts
in
B
io
tech
-

n
o
lo
g
y
"（
T
h
e
fu
tu
re
o
f
In
tellectu

a
l
P
ro
p
erty

P
ro
tectio

n
fo
r
B
io
tech
n
o
lo
g
y
）（
A
n
In
tern
a
tio
n
a
l

C
o
n
feren

ce,
C
A
S
R
IP
U
n
iv
ersity

o
f
W
a
sh
in
g
to
n
）

特
許
・
実
用
新
案
制
度
の
改
正
（
パ
テ
ン
ト
四
六
巻
一
一
号
、
一
九
九
五
年
三
月
弁
理
士
会
編
『
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ

ア
ル
・
プ
ロ
パ
テ
ィ

パ
テ
ン
ト
誌

30選
1984～

1993
』
発
明
協
会
所
収
、
P
a
cific

R
im
L
a
w
&
P
o
licy

J
o
u
r-

n
a
l
V
o
l.3
N
o
.1に
翻
訳
・
転
載
さ
れ
る
）

一
九
九
四
年

"R
ecen
t
T
ech
n
o
lo
g
ica
l
D
ev
elo
p
m
en
ts
a
n
d
C
o
p
y
rig
h
t"（
S
u
b
rig
io
n
a
l
S
y
m
p
o
siu
m
o
n
th
e
R
o
le
o
f

C
o
p
y
rig
h
t
in
C
u
ltu
ra
l
a
n
d
E
co
n
o
m
ic
D
ev
elo
p
m
en
t）,（

W
IP
O
/
C
R
/
K
M
G
/
9
4
/
6）

情
報
通
信
と
知
的
財
産
権
―
著
作
権
法
を
中
心
と
し
て
（
情
報
通
信
学
会
誌
四
三
号
（
V
o
l.1
2
N
o
.1））

無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
平
成
五
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
四
六
号
）

Ｇ
Ａ
Ａ
Ｔ
・
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
と
発
展
途
上
国
―
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
を
中
心
と
し
て
（
国
際
経
済
法
三
号
）

一
九
九
五
年

知
的
財
産
権
と
独
占
禁
止
法
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
（
公
正
取
引
五
三
二
号
）

植
物
品
種
保
護
の
現
代
的
課
題
―
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
に
伴
っ
て
（
鴻
常
夫
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
企
業

立
法
の
軌
跡
と
展
望
』
商
事
法
務
研
究
会
）

一
九
九
六
年

特
許
製
品
の
並
行
輸
入
―
東
京
高
裁
平
成
七
年
三
月
二
三
日
の
判
決
を
中
心
と
し
て
（
田
倉
整
先
生
古
稀
記
念
『
知

的
財
産
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』、
発
明
協
会
）
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わ
が
国
実
用
新
案
法
の
現
代
的
課
題
―
日
本
お
よ
び
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
そ
の
保
護
客
体
を
中
心
と
し
て
―
（
Ｆ
・

Ｋ
・
バ
イ
ヤ
ー
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
『
知
的
財
産
と
競
争
法
の
理
論
』、
第
一
法
規
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
―
昭
和
六
○
年
改
正
当
時
の
状
況
を
振
り
返
っ
て
（
文
化
庁
月
報
六
月
号

N
o
.
3
3
3）

知
的
財
産
権
の
国
際
的
保
護
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
国
際
私
法
の
争
点
）（
新
版
）（
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
８
））

Ｗ
Ｔ
Ｏ
・
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
と
そ
の
国
内
的
実
施
の
批
判
的
検
討
―
知
的
財
産
権
の
視
点
（
日
本
国
際
経
済
法
学
会

年
報
五
号
）、〔
翻
訳
〕

一
九
九
六
年
一
二
月
尹
宜
熙
訳
『
創
作
と
権
利
』
第
五
号
（
大
韓
民
国
）
所
収
）

一
九
九
七
年

Ｂ
Ｂ
Ｓ
最
高
裁
判
決
の
検
討
と
競
業
法
（
公
正
取
引
五
六
六
号
）

一
九
九
八
年

韓
国
の
種
子
産
業
法
の
下
に
お
け
る
品
種
保
護
権
の
取
得
（
成
蹊
法
学
四
七
号
）

著
作
権
の
基
本
的
な
考
え
方
（
三
田
評
論
一
○
○
八
号
）

一
九
九
九
年

中
華
人
民
共
和
国
の
植
物
品
種
保
護
制
度
に
つ
い
て
（
登
録
品
種
流
通
構
造
調
査
報
告
書
平
成
一
○
年
）

著
作
権
制
度
、
次
の
一
○
○
年
（
コ
ピ
ラ
イ
ト
四
五
九
号
（
著
作
権
法
一
○
○
年
記
念
号
））

二
○
○
○
年

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
著
作
権
等
管
理
体
制
の
整
備
（
時
の
動
き
二
○
○
○
年
九
月
号
）

発
明
実
施
の
活
性
化
―
自
発
的
実
施
許
諾
制
度
（
特
許
研
究
三
○
号
）

B
reed

er's
R
ig
h
t―

S
eed

s
a
n
d
S
eed

lin
g
L
a
w
―

P
ro

tectio
n
o
f
P
la
n
t
B
reed

er's
R
ig
h
t（
農
林
水
産
省
農

産
園
芸
局
）

二
○
○
一
年

著
作
権
等
管
理
事
業
法
の
概
要
（
知
財
管
理
五
一
巻
三
号
）

著
作
権
等
管
理
事
業
法
の
意
義
（
文
化
庁
月
報
六
月
号
N
o
.
3
9
3）

寄
与
侵
害
・
間
接
侵
害
に
関
す
る
研
究
報
告
書
の
概
要
（
コ
ピ
ラ
イ
ト
四
八
五
号
）

二
○
○
二
年

音
楽
著
作
権
―
知
的
財
産
権
法
上
の
位
置
づ
け
（『
著
作
権
特
殊
講
義
一
九
九
九
年
度
』、
成
蹊
大
学
法
学
部
）
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美
術
的
著
作
物
の
知
的
財
産
権
法
に
よ
る
保
護
と
交
錯
（
『
著
作
権
特
殊
講
義
二
○
○
○
年
度
』、
成
蹊
大
学
法
学
部
）

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
知
的
財
産
権
法
改
正
の
動
き
―
著
作
権
法
を
中
心
と
し
て
（
『
著
作
権
特
殊
講
義

二
○
○
一
年
度
』、
成
蹊
大
学
法
学
部
）

従
業
者
発
明
と
そ
の
帰
属
―
発
明
者
主
義
と
使
用
者
主
義
（
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
二
九
号
）

二
○
○
三
年

特
許
発
明
の
活
用
―
実
施
化
（
成
蹊
法
学
五
六
号
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
に
お
け
る
著
作
権
制
度
（『
著
作
権
特
殊
講
義
二
○
○
二
年
度
』、
成
蹊
大
学
法
学
部
）

職
務
著
作
―
職
務
発
明
等
他
の
職
務
上
の
創
作
と
の
関
連
（
コ
ピ
ラ
イ
ト
五
一
○
号
）

最
近
の
不
正
商
品
対
策
―
わ
が
国
関
税
定
率
法
の
改
正
を
中
心
と
し
て
（
知
的
財
産
権
と
独
占
禁
止
法
専
門
講
座
）

二
○
○
四
年

知
的
財
産
権
制
度
全
体
か
ら
み
た
著
作
権
制
度
（『
著
作
権
特
殊
講
義
二
○
○
三
年
度
』、
成
蹊
大
学
法
学
部
）

著
作
権
法
と
意
匠
法
（『
著
作
権
特
殊
講
義
二
○
○
三
年
度
』、
成
蹊
大
学
法
学
部
）

著
作
権
法
と
商
標
法
・
不
正
競
争
防
止
法
（『
著
作
権
特
殊
講
義
二
○
○
三
年
度
』、
成
蹊
大
学
法
学
部
）

二
○
○
五
年

P
a
ra

llel
Im

p
o
rta

tio
n
o
f
G
o
o
d
s
P
ro

tected
b
y
In
tellectu

a
l
P
ro

p
erty

R
ig
h
ts―

C
o
n
cern

in
g
in

P
a
r-

ticu
la
r,

P
a
ra

llel
Im

p
o
rta

tio
n
o
f
P
a
ten

ted
P
ro

d
u
cts（

成
蹊
法
学
六
一
号
）

二
○
○
六
年

著
作
権
法
と
独
占
禁
止
法
―
総
論
（
『
著
作
権
法
と
独
占
禁
止
法
に
関
す
る
調
査
研
究
』
、
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
附

属
著
作
権
研
究
所
）

二
○
○
七
年

著
作
権
と
独
占
禁
止
法
（
コ
ピ
ラ
イ
ト
五
四
六
号
）

二
○
一
三
年

著
作
権
と
不
正
競
争
防
止
法
と
の
交
錯
（
コ
ピ
ラ
イ
ト
六
二
三
号
）

四
、
判
例
研
究

一
九
六
二
年

・
特
許
権
侵
害
事
件
（
東
京
地
裁
昭
和
三
五
年
八
月
一
六
日
判
決
、
下
級
民
集
一
一
巻
八
号
一
七
○
三
頁
）
経
済
法
五
号
四
七
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頁

一
九
六
三
年

・
不
正
競
争
行
為
差
止
請
求
事
件
（
東
京
地
裁
昭
和
三
六
年
六
月
三
○
日
判
決
、
下
級
民
集
一
二
巻
六
号
一
五
○
八
頁
）
経
済

法
六
号
四
○
頁

・
会
社
解
散
の
主
な
動
機
が
戦
時
中
の
政
府
の
強
力
な
指
導
に
基
づ
く
場
合
に
旧
商
標
法
一
三
条
が
適
用
さ
れ
る
か
―
類
似
商

標
権
者
か
ら
消
滅
し
た
商
標
権
の
登
録
名
義
人
に
対
し
て
す
る
登
録
抹
消
請
求
は
許
さ
れ
る
か
（
大
阪
地
裁
昭
和
三
五
年
五

月
二
七
日
判
決
、
下
級
民
集
一
一
巻
五
号
一
一
八
三
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
八
八
号
一
四
四
頁
（
東
京
大

学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

11）
昭
和
三
十
五
年
度
』（
有
斐
閣
）
二
九
○
頁
所
収
）

一
九
六
四
年

・
ラ
イ
ナ
ー
ビ
ヤ
事
件
（
東
京
地
裁
昭
和
三
六
年
六
月
三
○
日
判
決
、
下
級
民
集
一
二
巻
六
号
一
五
○
八
頁
）
（
商
事
判
例
研

究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
九
六
号
一
○
四
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

12）
昭
和
三
十
六
年
度
』
（
有

斐
閣
）
三
一
六
頁
所
収
）

・
他
の
特
許
発
明
を
利
用
し
な
け
れ
ば
絶
対
に
使
用
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
一
般
に
利
用
す

る
の
が
通
常
で
あ
り
、
か
つ
現
に
利
用
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
の
利
用
発
明
の
成
否
―
特
許
権
の
被
侵
害
者
が
そ
の
特
許

を
実
施
す
る
に
は
侵
害
者
の
特
許
実
施
許
諾
を
要
す
る
の
に
そ
の
許
諾
を
得
て
い
な
い
と
き
の
被
侵
害
者
の
損
害
賠
償
請
求

権
の
有
無
（
東
京
地
裁
昭
和
三
五
年
八
月
一
六
日
判
決
、
下
級
民
集
一
一
巻
八
号
一
七
○
三
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ

リ
ス
ト
三
○
五
号
七
九
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

11）
昭
和
三
十
五
年
度
』
（
有
斐
閣
）
三
二

一
頁
所
収
）

・
「
各
種
タ
イ
ヤ
一
切
」
と
「
自
転
車
及
び
そ
の
部
分
品
」
と
は
商
標
法
三
七
条
一
号
の
「
商
品
の
類
似
」
に
該
当
す
る
か
―

類
似
商
標
に
自
己
の
登
録
商
標
乃
至
商
号
を
併
記
し
た
場
合
に
お
け
る
商
標
の
類
否
（
大
阪
高
裁
昭
和
三
六
年
九
月
二
○
日

判
決
、
高
裁
民
集
一
四
巻
六
号
三
八
九
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
○
九
号
八
一
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会

編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

12）
昭
和
三
十
六
年
度
』（
有
斐
閣
）
一
二
六
頁
所
収
）
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・
商
標
権
侵
害
禁
止
請
求
事
件
（
最
高
裁
昭
和
三
八
年
一
○
月
四
日
第
二
小
法
廷
判
決
、
民
集
一
七
巻
九
号
一
一
五
五
頁
）
経

済
法
七
号
三
九
頁

一
九
六
五
年

・
生
産
用
物
品
に
つ
い
て
実
用
新
案
の
同
一
性
の
有
無
を
判
断
す
る
場
合
に
、
技
術
的
効
果
の
比
較
に
重
点
を
置
く
べ
き
か

（
旭
川
地
裁
昭
和
三
七
年
四
月
一
三
日
判
決
、
下
級
民
集
一
三
巻
四
号
七
四
四
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
一
三

号
一
四
六
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

13）
昭
和
三
十
七
年
度
』（
有
斐
閣
）
二
三
八
頁
所
収
）

・
多
工
程
方
法
の
発
明
に
お
け
る
特
許
権
の
技
術
的
範
囲
―
方
法
の
特
許
発
明
の
中
間
工
程
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
と
同
一
で
は

あ
る
が
そ
の
製
造
工
程
が
異
な
る
中
間
物
質
は
、
特
許
法
一
○
一
条
二
号
で
い
う
「
そ
の
発
明
の
実
施
に
の
み
使
用
す
る
物
」

に
該
当
す
る
か
（
大
阪
地
裁
昭
和
三
六
年
五
月
四
日
判
決
、
下
級
民
集
一
二
巻
五
号
九
三
七
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ

リ
ス
ト
三
一
七
号
八
九
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

12）
昭
和
三
十
六
年
度
』
（
有
斐
閣
）
二
八

八
頁
所
収
）

・
特
許
発
明
の
独
占
的
実
施
料
額
の
算
定
方
法
（
東
京
地
裁
昭
和
三
七
年
五
月
七
日
判
決
、
下
級
民
集
一
三
巻
五
号
九
七
二
頁
）

（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
二
○
号
一
○
八
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

13）
昭
和
三
十

七
年
度
』（
有
斐
閣
）
二
四
七
頁
所
収
）

・
先
使
用
に
よ
る
実
施
権
の
発
生
要
件
と
し
て
の
「
実
施
の
事
業
」
及
び
「
善
意
に
」
の
意
義
と
先
使
用
に
よ
る
実
施
権
の
効

力
の
範
囲
（
東
京
地
裁
昭
和
三
六
年
一
二
月
二
三
日
判
決
、
下
級
民
集
一
二
巻
一
二
号
三
一
七
六
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）

ジ
ュ
リ
ス
ト
三
二
三
号
一
二
四
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

12）
昭
和
三
十
六
年
度
』
（
有
斐
閣
）

四
七
六
頁
所
収
）

・
商
標
権
不
存
在
確
認
等
請
求
事
件
（
最
高
裁
昭
和
三
九
年
一
一
月
二
六
日
第
一
小
法
廷
判
決
、
民
集
一
八
巻
九
号
一
九
九
二

頁
）
経
済
法
八
号
二
九
頁

・
特
許
権
の
範
囲
確
認
審
決
に
対
す
る
訴
に
お
い
て
特
許
出
願
当
時
の
技
術
水
準
を
考
慮
す
る
こ
と
の
要
否
（
最
高
裁
昭
和
三
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七
年
一
二
月
七
日
第
二
小
法
廷
判
決
、
民
集
一
六
巻
一
二
号
二
三
二
一
頁
）
法
学
協
会
雑
誌
八
一
巻
六
号
七
一
五
頁

最
高

裁
判
所
民
事
判
例
研
究

一
九
六
六
年

・
法
人
に
よ
る
発
明
は
認
め
ら
れ
る
か
（
東
京
地
裁
昭
和
三
○
年
三
月
一
六
日
判
決
、
下
級
民
集
六
巻
三
号
四
七
九
頁
）
特
許

判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
８
）
一
○
頁

・
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
過
失
の
認
定
（
東
京
地
裁
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
○
日
判
決
、
下
級
民
集
一
二
巻
一
一
号
二

八
○
八
頁
）
特
許
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
８
）
一
七
六
頁

・
方
法
の
特
許
発
明
の
出
発
物
質
に
一
物
質
を
添
加
す
る
こ
と
と
、
特
許
権
と
の
関
係
―
専
用
実
施
権
設
定
後
の
特
許
権
者
の
、

特
許
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
の
有
無
（
山
口
地
裁
昭
和
三
八
年
二
月
二
八
日
判
決
、
下
級
民
集
一
四
巻
二
号
三
三
一
頁
）

（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
四
九
号
一
一
二
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

14）
昭
和
三
十

八
年
度
』（
有
斐
閣
）
二
一
一
頁
所
収
）

・
特
許
出
願
公
告
に
基
づ
く
仮
保
護
の
権
利
と
侵
害
行
為
差
止
請
求
権
の
有
無
（
大
津
地
裁
昭
和
三
八
年
七
月
一
七
日
判
決
、

下
級
民
集
一
四
巻
七
号
一
四
五
四
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
五
五
号
一
四
三
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編

纂
『
商
事
判
例
研
究
（

14）
昭
和
三
十
八
年
度
』（
有
斐
閣
）
三
四
二
頁
所
収
）

・
仮
処
分
申
請
控
訴
事
件
（
大
阪
高
裁
昭
和
三
九
年
一
一
月
二
六
日
判
決
、
下
級
民
集
一
五
巻
一
一
号
二
八
四
三
頁
）
経
済
法

九
号
三
六
頁

・
取
締
役
会
の
承
認
を
欠
く
、
会
社
、
取
締
役
間
の
取
引
の
効
力
―
正
当
権
利
者
の
、
実
用
新
案
権
移
転
登
録
手
続
請
求
の
可

否
―
正
当
権
利
者
の
、
出
願
公
告
後
の
出
願
人
名
義
変
更
手
続
請
求
の
可
否
―
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
の
非
承
継
者

に
対
し
て
な
さ
れ
た
出
願
公
告
に
基
づ
き
、
正
当
権
利
者
が
仮
保
護
の
権
利
と
し
て
差
止
請
求
権
を
第
三
者
に
行
使
す
る
こ

と
の
可
否
（
東
京
地
裁
昭
和
三
八
年
六
月
五
日
判
決
、
下
級
民
集
一
四
巻
六
号
一
○
七
四
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ

ス
ト
三
五
六
号
一
三
九
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

14）
昭
和
三
十
八
年
度
』
（
有
斐
閣
）
三
一

成蹊法学78号

28



78

五
頁
所
収
）

一
九
六
七
年

・
五
輪
マ
ー
ク
の
著
作
権
適
格
及
び
そ
の
保
護
可
能
性
―
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
の
主
催
者
側
団
体
が
、
他
人
の
五
輪
マ
ー
ク
の

使
用
は
著
作
権
法
に
違
反
す
る
旨
の
見
解
を
発
表
・
流
布
す
る
こ
と
は
不
法
行
為
と
な
る
か
（
東
京
地
裁
昭
和
三
九
年
九
月

二
五
日
決
定
、
下
級
民
集
一
五
巻
九
号
二
二
九
三
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
七
五
号
一
二
○
頁
（
東
京
大
学

商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

15）
昭
和
三
十
九
年
度
』（
有
斐
閣
）
三
二
三
頁
所
収
）

・
複
数
商
標
（
大
審
院
明
治
四
○
年
九
月
二
六
日
第
一
民
事
部
判
決
、
民
録
一
三
輯
八
九
一
頁
）
商
標
・
商
号
・
不
正
競
争
判

例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

14）
一
四
頁

・
登
録
の
無
効
と
訴
の
可
否
（
名
古
屋
高
裁
昭
和
三
八
年
五
月
七
日
判
決
、
高
裁
民
集
一
六
巻
三
号
一
八
九
頁
）
商
標
・
商
号
・

不
正
競
争
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

14）
一
○
四
頁

・
仮
処
分
異
議
控
訴
事
件
（
大
阪
高
裁
昭
和
四
○
年
九
月
二
九
日
判
決
、
下
級
民
集
一
六
巻
九
号
一
四
六
七
頁
）
経
済
法
一
○

号
三
七
頁

一
九
六
八
年

・
商
標
権
共
有
者
の
一
人
の
す
る
控
訴
の
適
法
性
―
先
使
用
権
発
生
の
要
件
―
多
年
に
わ
た
る
商
標
使
用
許
諾
と
差
止
請
求
権

の
行
使
（
大
阪
高
裁
昭
和
四
○
年
一
月
二
二
日
判
決
、
下
級
民
集
一
六
巻
一
号
六
三
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト

三
九
○
号
一
四
○
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

16）
昭
和
四
十
年
度
』
（
有
斐
閣
）
一
五
頁
所
収
）

・
化
学
反
応
触
媒
の
異
同
と
均
等
性
に
つ
い
て
の
判
断
―
生
産
方
法
の
推
定
規
定
の
取
扱
い
―
方
法
の
発
明
相
互
の
利
用
関
係

有
無
の
判
断
基
準
―
特
許
権
者
の
特
許
権
侵
害
行
為
禁
止
の
仮
処
分
訴
訟
に
お
け
る
通
常
実
施
権
者
の
補
助
参
加
の
許
否

（
大
阪
地
裁
昭
和
三
九
年
一
二
月
二
六
日
判
決
、
下
級
民
集
一
五
巻
一
二
号
三
一
二
一
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト

三
九
三
号
一
三
九
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
「
商
事
判
例
研
究
（

15）
昭
和
三
十
九
年
度
」
（
有
斐
閣
）
四
一
七
頁

所
収
）

・
会
社
解
散
の
主
な
動
機
が
戦
時
中
の
政
府
の
強
力
な
指
導
に
基
づ
く
場
合
に
旧
商
標
法
一
三
条
が
適
用
さ
れ
る
か
―
類
似
商
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標
権
者
か
ら
消
滅
し
た
商
標
権
の
登
録
名
義
人
に
対
し
て
す
る
登
録
抹
消
請
求
は
許
さ
れ
る
か
（
大
阪
地
裁
昭
和
三
五
年
五

月
二
七
日
判
決
、
下
級
民
集
一
一
巻
五
号
一
一
八
三
頁
）
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
「
商
事
判
例
研
究
（

11）
昭
和
三
五

年
度
」（
有
斐
閣
）
二
九
〇
頁
所
収
）

・
連
合
商
標
登
録
に
は
商
標
法
七
条
所
定
の
要
件
を
具
備
す
る
他
に
、
四
条
の
不
登
録
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
要
す
る
―

商
品
類
否
の
判
断
は
「
類
似
商
品
例
集
」
の
定
め
に
拘
束
さ
れ
な
い
（
最
高
裁
昭
和
四
二
年
五
月
二
日
第
三
小
法
廷
判
決
、

民
集
二
一
巻
四
号
八
三
四
頁
）
法
学
協
会
雑
誌
八
五
巻
五
号
七
五
六
頁
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究

・
旧
特
許
法
（
大
正
一
○
年
法
律
第
九
六
号
）
に
よ
る
特
許
出
願
拒
絶
査
定
を
不
服
と
す
る
抗
告
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る

特
許
法
第
一
七
一
条
適
用
の
有
無
（
最
高
裁
昭
和
四
二
年
一
○
月
一
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
、
民
集
二
一
巻
八
号
二
○
六
五

頁
）
法
学
協
会
雑
誌
八
五
巻
一
○
号
一
四
一
八
頁
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究

一
九
六
九
年

・
特
許
法
と
実
用
新
案
法
と
の
交
錯
（
ド
イ
ツ
連
邦
高
等
商
事
裁
判
所
一
八
七
八
年
九
月
三
日
判
決
、
（
E
n
tsch

.
B
d
.
2
4,

S
.

1
0
9）
ド
イ
ツ
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

23）
二
一
四
頁

・
商
標
の
類
似
性
判
断
に
お
け
る
取
引
の
実
情
―
商
標
の
称
呼
が
近
似
す
る
も
、
他
の
点
で
著
し
く
相
異
す
る
商
標
相
互
の
類

似
性
判
断
（
最
高
裁
昭
和
四
三
年
二
月
二
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
、
民
集
二
二
巻
二
号
三
九
九
頁
）
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻

六
号
六
八
四
頁
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究

・
特
許
請
求
の
範
囲
に
「
磁
気
録
音
機
用
ヘ
ッ
ド
」
と
記
載
し
て
あ
る
場
合
に
、
「
磁
気
録
画
機
用
ヘ
ッ
ド
」
を
包
含
す
る
か

（
東
京
地
裁
昭
和
四
一
年
一
一
月
二
二
日
判
決
、
下
級
民
集
一
七
巻
一
一
・
一
二
号
一
一
一
六
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ

リ
ス
ト
四
二
九
号
一
一
三
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

17）
昭
和
四
十
一
年
度
』
（
有
斐
閣
）
三

二
七
頁
所
収
）

・
旧
実
用
新
案
法
下
の
実
用
新
案
権
の
侵
害
に
お
け
る
過
失
の
認
定
―
損
害
額
の
算
定
―
実
施
権
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権

の
有
無
（
東
京
地
裁
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
○
日
判
決
、
下
級
民
集
一
二
巻
一
一
号
二
八
○
八
頁
）
（
東
京
大
学
商
法
研
究
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会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

12）
昭
和
三
六
年
度
』（
有
斐
閣
）
四
四
四
頁
所
収
）

・
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
審
決
取
消
請
求
事
件
（
最
高
裁
昭
和
四
三
年
四
月
四
日
第
一
小
法
廷
判
決
、
民
集
二
二
巻
四
号

八
一
六
頁
）
経
済
法
一
二
号
三
○
頁

一
九
七
○
年

・
登
録
実
用
新
案
の
技
術
的
範
囲
の
把
握
方
法
（
最
高
裁
昭
和
四
二
年
一
二
月
二
二
日
第
二
小
法
廷
判
決
、
判
例
時
報
第
五
一

四
号
四
九
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四
三
号
一
五
一
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
「
商
事
判
例
研
究

（
18）

昭
和
四
十
二
年
度
」（
有
斐
閣
）
四
九
六
頁
所
収
）

・
特
許
製
品
の
再
販
売
価
格
等
維
持
行
為
（
公
取
委
昭
和
四
○
年
九
月
一
三
日
勧
告
審
決
、
審
決
集
一
三
巻
七
二
頁
）
独
禁
法

審
決
・
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

26）
一
○
二
頁

・
旧
実
用
新
案
法
に
お
け
る
実
用
新
案
の
類
否
判
定
の
基
準
（
最
高
裁
昭
和
四
三
年
六
月
二
○
日
第
一
小
法
廷
判
決
、
民
集
二

二
巻
六
号
一
二
五
一
頁
）
法
学
協
会
雑
誌
八
七
巻
三
号
三
九
一
頁
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究

・
実
用
新
案
登
録
出
願
が
旧
法
施
行
時
に
な
さ
れ
、
そ
の
公
告
、
登
録
が
新
法
施
行
後
に
な
さ
れ
た
場
合
、
先
使
用
に
よ
る
実

施
権
の
有
無
は
新
旧
の
い
ず
れ
の
法
律
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
か
―
先
使
用
に
よ
る
実
施
権
の
発
生
要
件
と
し
て
の
「
善
意
」

お
よ
び
「
実
施
ノ
事
業
」
の
概
念
（
大
阪
地
裁
昭
和
四
一
年
六
月
二
九
日
判
決
、
下
級
民
集
一
七
巻
五
・
六
号
五
八
六
頁
）

（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四
九
号
一
三
四
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

17）
昭
和
四
十

一
年
度
』（
有
斐
閣
）
二
三
二
頁
所
収
）

・
危
険
防
止
お
よ
び
安
全
な
作
動
装
置
が
発
明
完
成
の
要
件
と
さ
れ
た
事
例
―
明
細
書
の
記
述
不
備
に
よ
っ
て
発
明
を
技
術
的

に
未
完
成
と
認
め
る
こ
と
の
当
否
―
発
明
の
完
成
の
有
無
を
判
断
す
る
資
料
の
範
囲
（
最
高
裁
昭
和
四
四
年
一
月
二
八
日
第

三
小
法
廷
判
決
、
民
集
二
三
巻
一
号
五
四
頁
）
法
学
協
会
雑
誌
八
七
巻
六
号
七
五
八
頁
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究

一
九
七
五
年

・
商
号
の
法
的
性
質
（
大
審
院
昭
和
一
七
年
六
月
一
九
日
第
二
民
事
部
判
決
、
民
集
二
一
巻
一
三
号
六
九
九
頁
）
商
法
（
総
則
・

商
行
為
）
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

49）
三
四
頁

紋谷暢男教授年譜及び業績目録

31



78

一
九
七
七
年

・
特
許
実
施
許
諾
に
関
す
る
国
際
契
約
に
お
け
る
拘
束
条
件
（
公
取
委
昭
和
二
五
年
六
月
一
四
日
同
意
審
決
、
審
決
集
二
巻
四

六
頁
）
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
（
第
二
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

53）
五
四
頁

・
仮
保
護
の
権
利
と
侵
害
行
為
差
止
請
求
権
の
有
無
―
仮
保
護
の
権
利
を
被
保
全
権
利
と
し
て
侵
害
行
為
差
止
の
仮
処
分
を
求

め
る
た
め
の
要
件
（
大
阪
高
裁
昭
和
三
九
年
一
一
月
二
六
日
判
決
、
下
級
民
集
一
五
巻
一
一
号
二
八
四
三
頁
）
東
京
大
学
商

法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

15）
昭
和
三
十
九
年
度
』（
有
斐
閣
）
一
八
○
頁

・
審
決
取
消
請
求
事
件
（
最
高
裁
昭
和
五
一
年
三
月
一
○
日
大
法
廷
判
決
、
民
集
三
○
巻
二
号
七
九
頁
）
経
済
法
二
○
号
三
六

頁

・
「
合
資
会
社
塩
瀬
総
本
家
」
と
「
塩
瀬
」
、
「
宗
家
塩
瀬
」
、
「
銀
座
塩
瀬
」
及
び
「
銀
座
塩
瀬
大
塚
営
業
所
」
と
の
類
似
性
―

毛
筆
楷
書
体
の
漢
字
「
塩
瀬
」
及
び
毛
筆
「
志
ほ
せ
」
よ
り
な
る
各
商
標
と
、
特
殊
の
模
様
地
の
中
央
空
所
に
毛
筆
変
体
仮

名
文
字
「
志
ほ
世
」
及
び
毛
筆
草
書
体
の
漢
字
「
塩
瀬
」
を
表
し
て
成
る
各
標
章
の
相
互
類
似
性
（
東
京
地
裁
昭
和
四
八
年

四
月
二
三
日
判
決
、
無
体
例
集
五
巻
一
号
八
○
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
五
○
号
一
○
七
頁

一
九
七
八
年

・
実
用
新
案
権
侵
害
に
基
づ
く
仮
処
分
及
び
本
案
訴
訟
等
、
並
び
に
侵
害
罪
と
し
て
の
告
訴
等
に
つ
き
、
そ
の
後
右
実
用
新
案

権
が
登
録
料
不
納
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
、
不
法
行
為
責
任
が
問
わ
れ
る
か
（
名
古
屋
地
裁
昭
和
四
九
年
一
月
二
五
日
判

決
、
判
例
時
報
七
四
六
号
七
○
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
七
九
号
一
三
二
頁

一
九
七
九
年

・
商
標
法
四
条
一
項
八
号
の
趣
旨
、
「
他
人
の
名
称
」
の
範
囲
及
び
そ
の
著
名
性
具
備
の
要
否
（
東
京
高
裁
昭
和
五
二
年
一
二

月
二
二
日
判
決
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
六
四
号
二
七
七
頁
）
特
許
管
理
二
九
巻
五
号
五
六
九
頁

・
実
用
新
案
に
お
け
る
考
察
の
同
一
性
が
否
定
さ
れ
た
事
例
（
最
高
裁
昭
和
五
○
年
一
○
月
九
日
第
一
小
法
廷
判
決
、
判
例
時

報
八
○
四
号
三
五
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
○
三
号
一
三
七
頁

一
九
八
○
年

・
商
品
容
器
に
お
け
る
周
知
性
を
、
問
屋
の
段
階
に
お
け
る
認
識
を
中
心
と
し
て
、
一
地
方
に
お
い
て
肯
定
し
た
事
例
―
不
正

競
争
防
止
法
一
条
一
項
一
号
の
表
示
の
類
似
は
、
商
品
の
出
所
に
つ
き

誤
認

混
同
を

生
ず
る

虞
が

あ
る
か
否
か
に
よ

っ
て
決
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す
べ
き
で
あ
る
―
牛
乳
缶
型
ス
テ
ン
レ
ス
製
缶
を
バ
タ
ー
飴
の
容
器
に
使
用
す
る
こ
と
は
商
品
の
慣
用
表
示
に
当
ら
な
い
と

さ
れ
た
事
例
（
札
幌
地
裁
昭
和
五
一
年
一
二
月
八
日
判
決
、
無
体
例
集
八
巻
二
号
四
六
二
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ

ス
ト
七
二
三
号
一
六
四
頁

・
審
決
取
消
訴
訟
を
審
判
請
求
人
で
な
い
共
同
出
願
人
が
提
起
す
る
こ
と
の
可
否
―
拒
絶
査
定
に
対
す
る
審
判
を
共
同
出
願
人

の
一
人
が
単
独
で
請
求
し
た
瑕
疵
の
治
癒
の
有
無
（
東
京
高
裁
昭
和
五
二
年
六
月
八
日
判
決
、
無
体
例
集
九
巻
一
号
五
一
四

頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
九
号
一
三
四
頁

一
九
八
一
年

・
商
品
の
形
態
は
、
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
一
号
に
い
う
「
他
人
ノ
商
品
タ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
表
示
」
に
該
当
す
る
―
外
国

製
ハ
ン
ド
バ
ッ
ク
及
び
そ
の
標
章
が
周
知
性
が
な
い
と
認
定
さ
れ
た
事
例
（
東
京
地
裁
昭
和
五
三
年
七
月
三
一
日
判
決
、
無

体
例
集
一
○
巻
一
号
二
○
○
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
七
号
一
三
七
頁

・
分
割
出
願
の
対
象
と
な
る
発
明
（
最
高
裁
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
八
日
第
一
小
法
廷
判
決
、
判
例
時
報
九
九
一
号
七
一
頁
、

判
例
タ
イ
ム
ズ
四
三
三
号
八
三
頁
、
特
許
と
企
業
一
四
六
号
五
頁
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
五
五
年
度
重
要
判
例
解
説
七
四
三
号

二
七
六
頁

・
た
き
あ
げ
た
小
豆
を
主
原
料
と
し
た
餡
を
冷
や
し
て
羊
羹
様
の
直
方
体
の
形
状
に
固
め
た
商
品
が
、
旧
第
四
三
類
所
定
の

「
菓
子
」
の
範
疇
に
属
す
る
と
さ
れ
た
事
例
―
「

�時
」
の
文
字
を
上
部
に
大
書
し
、
「
桃
林
堂
」
の
文
字
を
下
部
に
比
較
的

小
さ
く
記
載
し
、
そ
の
中
間
部
に
七
行
に
わ
た
っ
て
小
文
字
の
記
載
の
な
さ
れ
て
い
る
標
章
の
要
部
の
認
定
―
「

�時
」
の

文
字
を
縦
書
き
し
て
な
る
標
章
が
、
ほ
ぼ
正
方
形
の
区
画
の
中
に
描
か
れ
た
猿
・
兎
・
鹿
を
従
え
熊
に
ま
た
が
り
ま
さ
か
り

を
か
つ
い
だ
金
太
郎
の
図
柄
の
上
部
に
小
さ
く
「
金
太
郎
」
の
文
字
を
右
横
書
き
し
て
な
る
商
標
、
「
金
太
郎
」
の
文
字
を

縦
書
き
し
て
な
る
商
標
、
中
に
ま
さ
か
り
を
持
っ
て
立
つ
金
太
郎
の
図
柄
を
描
い
た
太
線
の
円
形
の
外
側
上
部
に
直
径
の
約

四
分
の
一
弱
の
大
き
さ
で
「
金
時
印
」
の
文
字
を
右
横
書
き
し
て
な
る
商
標
と
、
外
観
、
称

呼
、
観

念
の
い

ず
れ
に

お
い
て

も
類

似
す
る
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例
―

先
使
用

権
の

存
否
（
大

阪
地
裁
昭
和
五
三
年
八
月
二
五
日
判
決
、
無
体
例
集
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一
○
巻
二
号
四
○
○
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
二
号
一
一
六
頁

・
訂
正
審
判
に
お
い
て
一
部
の
訂
正
を
許
す
審
決
を
す
る
こ
と
の
可
否
（
最
高
裁
昭
和
五
五
年
五
月
一
日
第
一
小
法
廷
判
決
、

民
集
三
四
巻
三
号
四
三
一
頁
）
法
学
協
会
雑
誌
九
八
巻
一
二
号
一
七
三
二
頁
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究

一
九
八
二
年

・
著
作
権
法
上
の
「
美
術
」
の
範
囲
―
装
飾
文
字
の
書
体
の
著
作
物
性
の
有
無
（
東
京
地
裁
昭
和
五
四
年
三
月
九
日
判
決
、
無

体
例
集
一
一
巻
一
号
一
一
四
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
三
号
一
四
六
頁

・
応
用
美
術
の
保
護
（
東
京
地
裁
昭
和
五
六
年
四
月
二
○
日
民
事
二
九
部
判
決
、
判
例
時
報
一
○
○
七
号
九
一
頁
、
特
許
と
企

業
一
五
○
号
六
二
頁
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
五
六
年
度
重
要
判
例
解
説
七
六
八
号
二
六
一
頁

一
九
八
三
年

・
分
割
出
願
の
対
象
と
な
る
発
明
及
び
時
期
（
最
高
裁
昭
和
五
六
年
三
月
一
三
日
第
二
小
法
廷
判
決
、
判
例
時
報
一
○
○
一
号

四
一
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
四
一
号
八
六
頁
、
特
許
と
企
業
一
四
八
号
六
頁
）
発
明
八
○
巻
一
号
八
六
頁
（
工
業
所
有
権
法

判
例
研
究
会
）

・
除
斥
期
間
の
定
め
の
あ
る
無
効
審
判
の
審
判
請
求
書
と
特
許
法
一
九
条
の
適
用
（
最
高
裁
昭
和
五
四
年
三
月
三
○
日
第
三
小

法
廷
判
決
、
判
例
時
報
九
二
六
号
五
四
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
二
号
一
四
八
頁

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
著
作
権
（
東
京
地
裁
昭
和
五
七
年
一
二
月
六
日
判
決
、
判
例
時
報
一
○
六
○
号
一
八
頁
、

判
例
タ
イ
ム
ズ
四
八
二
号
六
五
頁
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
二
号
二
五
三
頁

・
商
品
の
形
態
が
、
そ
れ
自
体
自
他
識
別
力
を
有
さ
な
い
と
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
一
号
に
い
う
「
他
人
ノ
商
品

タ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
表
示
」
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
大
阪
地
裁
昭
和
五
五
年
九
月
一
九
日
決
定
、
無
体
例
集
一
二
巻

二
号
五
三
五
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
○
四
号
一
一
二
頁

一
九
八
四
年

・
家
元
の
名
称
の
不
正
競
争
防
止
法
上
の
保
護
と
自
己
の
氏
名
の
使
用
（
大
阪
高
裁
昭
和
五
六
年
一
二
月
八
日
決
定
、
無
体
例

集
一
三
巻
一
号
五
○
三
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
一
○
号
一
○
六
頁

・
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
二
号
の
類
似
の
判
断
基
準
お
よ
び
混
同
の
意
義
（
最
高
裁
昭
和
五
八
年
一
○
月
七
日
第
二
小
法
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廷
判
決
、
判
例
時
報
一
○
九
四
号
一
○
七
頁
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
五
八
年
度
重
要
判
例
解
説
八
一
五
号
二
四
一
頁

一
九
八
五
年

・
無
効
審
判
請
求
の
除
斥
期
間
と
外
国
頒
布
刊
行
物
の
補
充
（
東
京
高
裁
昭
和
五
七
年
三
月
一
七
日
判
決
、
無
体
例
集
一
四
巻

一
号
一
一
九
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
三
三
号
一
○
九
頁

・
将
門
記
訓
読
事
件
（
東
京
地
裁
昭
和
五
七
年
三
月
八
日
判
決
、
判
例
時
報
一
○
三
八
号
二
六
六
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
七
○

号
二
○
一
頁
）
マ
ス
コ
ミ
判
例
百
選
（
第
二
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

85）
一
九
四
頁

・
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
の
不
正
競
業
法
及
び
不
法
行
為
法
上
の
保
護
（
東
京
高
裁
昭
和
五
七
年
四
月
二
八
日
判
決
、
無
体
例
集
一

四
巻
一
号
三
五
一
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
四
九
号
一
○
九
頁

・
図
形
の
印
刷
物
と
考
案
（
東
京
高
裁
昭
和
二
六
年
七
月
三
一
日
判
決
、
行
裁
例
集
二
巻
八
号
一
二
七
三
頁
）
特
許
判
例
百
選

（
第
二
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

86）
二
○
頁

一
九
八
六
年

・
商
標
法
の
属
地
性
（
大
阪
地
裁
昭
和
四
五
年
二
月
二
七
日
判
決
、
判
例
時
報
六
二
五
号
七
五
頁
）
渉
外
判
例
百
選
（
第
二
版
）

（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

87）
二
四
六
頁

一
九
八
七
年

・
紋
様
お
よ
び
形
状
―
「
仏
壇
彫
刻
」
事
件
（
神
戸
地
裁
姫
路
支
部
昭
和
五
四
年
七
月
九
日
判
決
、
無
体
例
集
一
一
巻
二
号
三

七
一
頁
）
著
作
権
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

91）
六
六
頁

・
通
常
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
―
「
に
ほ
ん
の
舘
」
事
件
（
福
岡
高
裁
昭
和
五
七
年
一
月
二
七
日
判
決
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
六

二
号
一
六
九
頁
）
著
作
権
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

91）
一
九
○
頁

・
「
不
完
全
実
施
論
」
適
用
の
当
否
と
特
許
請
求
の
範
囲
中
の
公
知
要
素
排
除
の
当
否
（
東
京
地
裁
昭
和
五
八
年
五
月
二
五
日

判
決
、
無
体
例
集
一
五
巻
二
号
三
九
六
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
九
号
一
四
一
頁

一
九
八
八
年

・
美
術
著
作
物
の
言
語
著
作
物
へ
の
引
用
の
適
否
と
損
害
額
の
算
定
基
準
（
東
京
地
裁
昭
和
五
九
年
八
月
三
一
日
判
決
、
無
体

例
集
一
六
巻
二
号
五
四
七
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
○
六
号
九
四
頁

・
著
作
権
法
一
五
条
の
「
公
表
」
の
意
義
（
東
京
高
裁
昭
和
六
○
年
一
二
月
四
日
判
決
、
判
例
時
報
一
一
九
○
号
一
四
三
頁
）
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（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
八
号
一
○
九
頁

一
九
八
九
年

・
称
呼
に
お
い
て
類
似
す
る
商
標
の
事
例
（
最
高
裁
昭
和
四
三
年
一
○
月
二
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
、
判
例
時
報
五
三
九
号
三

○
頁
）
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

19）
昭
和
四
十
三
年
度
』（
有
斐
閣
）
三
一
七
頁

・
商
標
法
四
条
一
項
八
号
の
趣
旨
、
「
他
人
の
名
称
」
の
範
囲
及
び
そ
の
著
名
性
具
備
の
要
否
（
東
京
高
裁
昭
和
五
二
年
一
二

月
二
二
日
判
決
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
六
四
号
二
七
七
頁
）
小
橋
一
郎
、
仙
元
隆
一
郎
編
「
知
的
財
産
権
判
例
研
究
『
特
許
管

理
』
判
例
研
究
一
○
○
号
記
念
」（
日
本
特
許
協
会
）
二
五
七
頁

・
「
特
許
請
求
権
の
範
囲
」
と
「
発
明
の
詳
細
な
説
明
」
と
の
関
係
―
包
袋
禁
反
言
の
原
則
の
適
用
（
大
阪
地
裁
昭
和
六
一
年

五
月
二
三
日
判
決
、
無
体
例
集
一
八
巻
二
号
一
三
三
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
六
号
一
二
九
頁
東
京
大
学

商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究
（

37）
昭
和
六
十
一
年
度
』（
有
斐
閣
）
四
○
頁
所
収
）

一
九
九
一
年

・
商
標
権
侵
害
の
成
否
と
侵
害
の
警
告
に
よ
る
営
業
誹
謗
（
東
京
地
裁
昭
和
六
二
年
八
月
二
九
日
判
決
、
無
体
例
集
一
九
巻
二

号
二
七
七
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
八
号
一
六
二
頁
（
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
纂
『
商
事
判
例
研
究

（

38）
昭
和
六
十
二
年
度
』（
有
斐
閣
）
四
九
頁
所
収
）

一
九
九
二
年

・
損
害
額
の
算
定
―
商
標
法
三
八
条
一
項
の
類
推
適
用
―
漁
業
用
浮
子
事
件
（
大
阪
地
裁
昭
和
五
六
年
三
月
二
七
日
判
決
）
無

体
例
集
一
三
巻
一
号
三
三
六
頁
、
判
例
不
正
競
業
法
（
小
野
昌
延
先
生
還
暦
記
念
）
八
一
七
頁

・
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
の
認
定
―
特
許
権
の
当
然
無
効
と
製
品
全
体
の
製
造
、
販
売
行
為
の
差
止
め
及
び
廃
棄
請
求
（
東

京
地
裁
昭
和
六
三
年
一
二
月
九
日
判
決
、
判
例
時
報
一
二
九
五
号
一
二
一
頁
）
（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
○
六

号
一
三
八
頁

・
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
要
旨
の
認
定
（
最
高
裁
平
成
三
年
三
月
八
日
第
二
小
法
廷
判
決
、
民
集
四
五
巻
三
号
一
二
三
頁
）

法
学
協
会
雑
誌
一
○
九
巻
九
号
一
五
三
四
頁
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究

一
九
九
三
年

・
機
能
的
知
育
玩
具
の
著
作
物
性
、
登
録
実
用
新
案
の
保
護
範
囲
、
商
品
形
態
の
保
護
（
東
京
地
裁
平
成
元
年
三
月
二
七
日
判
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決
、
無
体
例
集
二
一
巻
一
号
二
○
○
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
二
○
号
一
六
一
頁

一
九
九
四
年

・
紋
様
お
よ
び
形
状
―
仏
壇
彫
刻
事
件
（
神
戸
地
裁
姫
路
支
部
昭
和
五
四
年
七
月
九
日
判
決
、
無
体
例
集
一
一
巻
二
号
三
七
一

頁
）
著
作
権
判
例
百
選
（
第
二
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

128）
二
○
頁

・
通
常
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
―
に
ほ
ん
の
舘
事
件
（
福
岡
高
裁
昭
和
五
七
年
一
月
二
七
日
判
決
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
六
二
号

一
六
九
頁
）
著
作
権
判
例
百
選
（
第
二
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

128）
二
○
八
頁

・
審
決
取
消
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
東
京
高
裁
平
成
二
年
一
二
月
二
六
日
判
決
、
無
体
例
集
二
二
巻
三
号
八
六
四
頁
）

（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
五
一
号
一
二
○
頁

一
九
九
五
年

・
商
標
権
の
属
地
性
（
大
阪
地
裁
昭
和
四
五
年
二
月
二
七
日
判
決
、
無
体
例
集
二
巻
一
号
七
一
頁
、
判
例
時
報
六
二
五
号
七
五

頁
）
渉
外
判
例
百
選
（
第
三
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

133）
二
五
八
頁

・
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
の
認
定
―
同
一
発
明
者
の
後
行
関
連
出
願
の
参
酌
（
大
阪
地
裁
平
成
三
年
三
月
二
九
日
判
決
、
知

財
例
集
二
三
巻
一
号
二
○
六
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
七
一
号
一
四
一
頁

一
九
九
七
年

・
総
代
理
店
に
よ
る
並
行
輸
入
の
妨
害
（
公
取
委
平
成
八
年
三
月
二
二
日
勧
告
審
決
、
審
決
集
四
二
巻
一
九
五
頁
）
独
禁
法
審

決
・
判
例
百
選
（
第
五
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

141）
二
一
○
頁

・
発
明
に
係
る
装
置
の
製
造
下
請
契
約
中
の
不
作
為
義
務
の
範
囲
（
最
高
裁
平
成
五
年
一
○
月
一
九
日
判
決
、
判
例
時
報
一
四

九
二
号
一
三
四
頁
）（
商
事
判
例
研
究
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
六
号
一
三
四
頁

二
○
○
○
年

・
半
導
体
特
許
権
侵
害
訴
訟
最
高
裁
判
決
―
特
許
権
の
権
利
濫
用
と
差
止
め
、
損
害
賠
償
請
求
（
最
高
裁
平
成
一
二
年
四
月
一

一
日
第
三
小
法
廷
判
決
、
判
例
時
報
一
七
一
○
号
六
八
頁
、
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
三
巻
一
一
号
四
六
頁
）

二
○
○
一
年

・
謝
罪
広
告
―
「
市
央
」
事
件
（
東
京
高
裁
平
成
八
年
一
○
月
二
日
判
決
、
判
例
時
報
一
五
九
○
号
一
三
四
頁
）
著
作
権
判
例

百
選
（
第
三
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

157）
二
二
○
頁

・
植
物
新
品
種
の
育
成
増
殖
方
法
の
発
明
（
最
高
裁
平
成
一
二
年
二
月
二
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
、
民
集
五
四
巻
二
号
七
○
九
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頁
、
判
例
時
報
一
七
○
六
号
一
一
二
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
○
二
八
号
一
七
三
頁
）
平
成
一
二
年
度
重
要
判
例
解
説
ジ
ュ
リ

ス
ト
一
二
○
二
号
二
六
七
頁

二
○
○
二
年

・
国
際
的
技
術
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
終
了
後
に
お
け
る
製
品
の
供
給
制
限
（
公
取
委
平
成
七
年
一
○
月
一
二
日
勧
告
審
決
、
審
決

集
四
二
巻
一
六
三
頁
、
一
六
六
頁
）
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
（
第
六
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

161）
一
九
○
頁

二
○
○
三
年

・
職
務
発
明
と
そ
の
特
許
を
受
け
る
権
利
の
移
転
―
青
色
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
事
件
（
東
京
地
裁
平
成
一
四
年
九
月
一
九
日
中
間

判
決
）
判
例
時
報
一
八
○
二
号
三
○
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
○
九
号
九
四
頁
、
労
働
判
例
八
三
四
号
一
四
頁
、
『
現
代
ビ

ジ
ネ
ス
判
例
』（
高
田
桂
一
先
生
古
稀
記
念
）
四
四
七
頁

二
○
○
四
年

・
物
品
の
構
造
等
の
考
案
の
意
義
（
東
京
高
裁
昭
和
二
六
年
七
月
三
一
日
、
行
裁
例
集
二
巻
八
号
一
二
七
三
頁
）
特
許
判
例
百

選
（
第
三
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

170）
二
二
○
頁

二
○
○
九
年

・
並
行
輸
入
と
特
許
権
―
Ｂ
Ｂ
Ｓ
並
行
輸
入
事
件
（
最
高
裁
平
成
九
年
七
月
一
日
第
三
小
法
廷
判
決
、
民
集
五
一
巻
六
号
二
二

九
九
頁
）『
知
的
財
産
法
最
高
裁
判
例
評
釈
大
系
』（
小
野
昌
延
先
生
喜
寿
記
念
）

〔Ⅰ〕五
五
五
頁

二
○
一
○
年

・
実
用
新
案
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
と
価
格
カ
ル
テ
ル
等
（
公
取
委
平
成
五
年
九
月
一
○
日
審
判
審
決
、
審
決
集
四
○
巻
三
頁
、
四

○
巻
二
九
頁
）
経
済
法
判
例
・
審
決
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
九
号
）
一
九
二
頁

五
、
座
談
会
・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等

一
九
六
九
年
七
月
〈
座
談
会
〉「
企
業
秘
密
の
防
衛
」
鈴
木
竹
雄
（
司
会
）
ほ
か
三
名
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
八
号
）

一
九
七
八
年
八
月
〈
座
談
会
〉「
特
許
協
力
条
約
と
わ
が
国
特
許
法
等
の
改
正
」
紋
谷
暢
男
（
司
会
）
ほ
か
五
名
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
七
○
号
）

一
九
七
九
年

二
月

〈
座
談
会
〉
「
植
物
新
品
種
保
護
法
を
め
ぐ
っ
て
―
主
と
し
て
種
苗
法
に
つ
い
て
」
紋
谷
暢
男
（
司
会
）
ほ
か
五
名
（
ジ
ュ

リ
ス
ト
六
八
三
・
六
八
四
号
）

一
九
八
○
年
一
月
〈
座
談
会
〉「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
取
引
の
法
律
問
題
」
早
川
武
夫
（
司
会
）
ほ
か
二
名
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
○
七
号
）
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一
九
八
一
年
一
二
月
〈
座
談
会
〉「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
法
的
保
護
」
紋
谷
暢
男
（
司
会
）
ほ
か
七
名
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
五
号
）

一
九
八
二
年
三
月
〈
座
談
会
〉「
最
近
の
著
作
権
紛
争
と
そ
の
課
題
」
半
田
正
夫
（
司
会
）
ほ
か
二
名
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
二
号
）

五
月

〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
「
コ
ピ
ー
文
化
と
著
作
権
（
録
音
、
写
真
、
複
製
な
ど
を
中
心
に
）
」
半
田
正
夫
（
司
会
）
ほ
か
三
名

朝
日
新
聞
社

一
二
月
〈
座
談
会
〉「
医
療
品
の
商
標
を
考
え
る
」
紋
谷
暢
男
（
司
会
）
ほ
か
二
名
（
C
a
p
su

le三
号
）
所
収
日
本
製
薬
工
業
協
会

一
九
八
四
年
一
○
月
〈
座
談
会
〉「
著
作
権
制
度
の
現
状
と
課
題
」
岡
村
豊
（
司
会
）
ほ
か
四
名
（
文
部
時
報
一
二
八
九
号
）

一
九
八
七
年

一
月

〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
「
期
待
さ
れ
る
弁
理
士
像
」
―
昭
和
六
一
年
度
研
修
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

花
輪
義
男
（
司

会
）
ほ
か
三
名
（
弁
理
士
会
研
修
所
報
九
号
）

一
九
八
八
年

一
月

〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
「
期
待
さ
れ
る
弁
理
士
像
」
―
昭
和
六
二
年
度
研
修
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

花
輪
義
男
（
司

会
）
ほ
か
四
名
（
弁
理
士
会
研
修
所
報
一
○
号
）

一
一
月

〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
「
知
的
財
産
権
―
米
国
の
戦
略
と
日
本
の
対
応
」
紋
谷
暢
男
（
座
長
）
ほ
か
四
名
（
経
営

法
友
会
商
事
法
務
研
究
会
）

一
九
八
九
年

七
月

〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
「
高
度
先
端
技
術
と
知
的
財
産
権
―
グ
ロ
ー
バ
ル
経
営
下
の
課
題
」
（
月
刊
監
査
役
二
六
三

号
）
日
本
監
査
役
協
会

一
九
九
○
年

七
月

〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
「
不
正
競
争
防
止
法
改
正
に
係
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」
紋
谷
暢
男
（
司
会
）
ほ
か
六
名

日
本
生
産
性
本
部

一
九
九
一
年

九
月

〈
座
談
会
〉
「
知
的
財
産
権
と
企
業
秘
密
」
鳥
井
弘
之
（
司
会
）
ほ
か
三
名
（
今
月
の
焦
点

V
o
l.5

N
0
.9）
三
和
総
合
研
究

所

一
九
九
三
年

三
月

〈
座
談
会
〉
「
知
的
財
産
権
」
下
郷
太
郎
（
司
会
）
ほ
か
三
名
（
三
田
評
論
九
四
五
号
「
特
集
知
的
財
産
権
」
）
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
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一
九
九
四
年

六
月

〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
「
総
デ
ジ
タ
ル
化
時
代
の
到
来
―
著
作
権
法
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
」
藤
井
辰
之
（
司
会
）

ほ
か
四
名
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
著
作
権
協
会

一
九
九
六
年
一
一
月
〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
著
作
物
利
用
の
問
題
点
」
斉
藤
孝
明
（
司
会
）
ほ
か
六
名
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
著
作
権
協
会

一
九
九
七
年
四
月
〈
座
談
会
〉「
著
作
権
の
課
題
―
今
後
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
社
会
に
向
け
て
」
苗
村
憲
司
（
司
会
）
ほ
か
二
名
（
苗
村
憲
司
・

小
官
山
宏
之
編
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
社
会
の
著
作
権
」）
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

一
一
月

〈
座
談
会
〉
「
特
許
権
の
並
行
輸
入
と
通
商
摩
擦
問
題
（
上
）
（
下
）
」
松
下
満
雄
・
紋
谷
暢
男
・
玉
井
克
哉
（
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
二

八
・
六
二
九
号
）
商
事
法
務
研
究
会

一
九
九
八
年
一
一
月

〈
座
談
会
〉
「
学
術
研
究
の
成
果
を
特
許
に
」
磯
田
文
雄
（
司
会
）
ほ
か
三
名
（
学
術
月
報
一
五
巻
一
二
号
）
日
本
学
術
振

興
会

一
九
九
九
年
二
月
〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉「
発
明
の
保
護
に
つ
い
て
」（
パ
テ
ン
ト
五
二
巻
二
号
）
日
本
弁
理
士
会

二
○
○
○
年

四
月

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉
「
権
利
者
の
自
由
意
思
と
公
正
な
利
用
の
バ
ラ
ン
ス
を
―
著
作
権
管
理
制
度
見
直
し
の
報
告
書
を
ま
と

め
て
」（
コ
ピ
ラ
イ
ト
四
六
八
号
）
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー

二
○
○
二
年
一
二
月
〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉「
職
務
発
明
制
度
」（
パ
テ
ン
ト
五
五
巻
一
二
号
）
日
本
弁
理
士
会

二
○
○
六
年
九
月
〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉「

S
p
ecia

l
R
ep

o
rts
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
と
商
品
化
権
」（
発
明
二
○
○
六
年
一
一
号
）
発
明
協
会

二
○
○
七
年
五
月
〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉「
特
集
、
知
財
、
こ
の
人
に
き
く
、
紋
谷
暢
男
」（
発
明
二
○
○
八
年
五
号
）
発
明
協
会

六
、
翻
訳

一
九
六
七
年
八
月
「
工
業
所
有
権
制
度
の
国
際
的
動
向
―
パ
リ
条
約
事
務
局
主
催
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
・
セ
ミ
ナ
ー
―
」
共
訳

Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
日
本
部
会
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一
九
六
九
年
五
月
「
特
許
・
商
標
・
技
術
の
東
西
交
流
」
共
訳

Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
日
本
部
会

一
九
八
三
年
五
月
ゲ
ル
ト
・
コ
レ
（
G
ert

K
o
lle）

著
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
法
的
保
護
」

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
産
業
振
興
協
会

一
九
八
七
年
九
月
（
訳
、
監
修
）
ド
ナ
ル
ド
Ｓ

．

チ
ザ
ム
著
「
ア
メ
リ
カ
特
許
法
と
そ
の
手
続
―
ア
メ
リ
カ
特
許
法
概
論
」

雄
松
堂
書
店

一
九
九
五
年
八
月
（
監
修
）
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
パ
タ
ー
ソ
ン
著
竹
中
俊
子
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
許
法
と
そ
の
実
務
欧
州
特
許
条
約
（
Ｅ
Ｐ
Ｃ
）

の
法
と
実
務
」

雄
松
堂
書
店

二
○
○
○
年
九
月
（
訳
監
修
）
ド
ナ
ル
ド
Ｓ

．

チ
ザ
ム
著
「
ア
メ
リ
カ
特
許
法
と
そ
の
手
続
」

雄
松
堂
出
版

七
、
社
会
に
お
け
る
活
動
等

国
際
関
係

一
九
七
七
年

三
月

技
術
移
転
に
関
す
る
国
際
会
議
に
出
席
（
於
、
イ
ラ
ク
）
及
び
発
展
途
上
国
の
実
態
調
査
（
ブ
ラ
ジ
ル
・
ペ
ル
ー
・
ヴ
ェ
ネ

ズ
ェ
ラ
・
メ
キ
シ
コ
）

一
九
七
八
年
二
月
多
国
籍
企
業
と
技
術
移
転
の
南
北
問
題
の
調
査
研
究
（
東
南
ア
ジ
ア
）

三
月

国
立
政
治
大
学
に
て
講
演
「
特
許
制
度
の
原
理
」
（
於
、
台
北
）
国
立
政
治
大
学
法
律
学
会
『
政
大
法
律
通
訊
』
第
一
六
期

所
収

一
九
八
三
年
一
○
月
中
国
の
発
明
保
護
奨
励
規
制
と
専
利
法
の
調
査
研
究
（
中
国
）

一
九
八
四
年
一
○
月

植
物
新
品
種
保
護
条
約
国
際
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席
並
講
演
「
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
成
果
物
の
法
的
保
護
」
Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｖ
主
催

（
於
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
）

一
九
八
六
年
一
二
月

情
報
・
司
法
・
法
律
に
関
す
る
国
際
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席
並
講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
わ
が
国
に
お
け
る
保

護
」（
於
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
）
ブ
ラ
ジ
ル
公
共
情
報
ユ
ニ
オ
ン
よ
り
名
誉
会
員
の
称
号
を
受
け
る
。
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一
九
八
七
年
七
月
中
国
の
著
作
物
及
び
実
演
家
等
の
保
護
立
法
化
の
調
査
研
究
（
中
国
）

一
○
月

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
法
的
保
護
に
関
す
る
第
一
回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
並
講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
保
護
範
囲
」
Ｓ
ｏ
ｆ
ｔ
ｉ
ｃ
主
催
（
於
、
東
京
）
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
法
的
保
護
に
関
す

る
第
一
回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
所
収

一
九
八
八
年

八
月

日
伯
商
事
法
国
際
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席
並
講
演
「
国
際
的
知
的
財
産
権
保
護
と
日
本
の
法
制
―
著
作
権
法
を
中
心
と
し
て
―
」

マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
大
学
主
催
（
於
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
）

マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
大
学
に
て
講
演
「
国
際
的
知
的
財
産
権
保
護
と
日
本
の
法
制
―
特
許
法
を
中
心
と
し
て
―
」
「
企
業
と
知
的

財
産
権
―
主
と
し
て
職
務
上
の
創
作
に
つ
い
て
」（
於
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
）

サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
に
て
特
別
講
演
「
植
物
品
種
の
保
護
」（
於
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
）

一
九
八
九
年
三
月
種
苗
生
産
技
術
の
高
度
化
に
伴
う
影
響
に
関
す
る
調
査
（
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
）

一
○
月
「
日
伯
比
較
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
出
席
並
講
演
「
わ
が
国
の
特
許
制
度
」
慶
應
大
学
主
催
（
於
、
東
京
）

一
一
月
種
苗
生
産
技
術
の
高
度
化
に
伴
う
影
響
に
関
す
る
調
査
（
ア
メ
リ
カ
）

一
九
九
○
年
一
○
月

上
海
工
業
大
学
、
上
海
科
技
法
研
究
セ
ン
タ
ー
、
上
海
工
業
所
有
権
研
究
会
、
上
海
科
学
院
法
学
研
究
所
、
中
国
全
国
専
利

代
理
人
協
会
に
て
講
演
「
日
中
特
許
法
の
比
較
法
的
研
究
」
、
「
日
本
の
科
学
技
術
立
法
と
日
本
の
科
学
技
術
法
学
研
究
の
概

況
」、「
日
本
の
著
作
権
法
と
国
際
著
作
権
法
」（
於
、
上
海
）

一
九
九
一
年
一
○
月

国
際
知
的
財
産
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
並
講
演
「
真
正
商
品
の
並
行
輸
入
」
中
華
民
国
経
済
部
中
央
標
準
局
主
催
（
於
、

台
北
）

一
九
九
二
年

四
月

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
並
講
演
「
知
的
財
産
権
、
貿
易
及
び
投
資
活
動
に
係
わ
る

貿
易
的
側
面
に
関
す
る
協
定
」
公
正
貿
易
セ
ン
タ
ー
主
催
（
於
、
東
京
）

六
月

「
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
日
米
比
較
―
ミ
ノ
ル
タ

VS.ハ
ネ
ウ
ェ
ル
事
件
を
中
心
に
」
緊
急
セ
ミ
ナ
ー
「
ど
う
な
る
日
米
特

成蹊法学78号

42



78

許
紛
争
―
ミ
ノ
ル
タ

VS.ハ
ネ
ウ
ェ
ル
ケ
ー
ス
に
学
ぶ
」
司
会
並
講
演
商
事
法
務
研
究
会
主
催
（
於
、
東
京
）

台
湾
標
準
局
に
て
講
演
「
特
許
制
度
の
国
際
化
と
発
展
の
動
向
」（
於
、
台
北
）

一
九
九
三
年

三
月

日
米
知
的
所
有
権
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席
並
講
演
「
日
米
問
題
を
中
心
と
し
た
国
際
的
特
許
制
度
の
現
状
と
課
題
」
発
明
協
会
主

催
（
於
、
東
京
）

一
○
月

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
知
的
財
産
保
護
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
並
講
演
「
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
に
伴
う
植
物
品

種
保
護
の
現
代
的
課
題
」
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
主
催
（
於
、
ア
メ
リ
カ
）

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
大
使
館
に
て
講
義
「
技
術
移
転
契
約
―
特
許
・
商
標
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
」（
於
、
東
京
）

一
九
九
四
年

三
月

文
化
、
経
済
発
展
に
お
け
る
著
作
権
の
役
割
に
関
す
る
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
並
講
演
「
近
時
の
技
術
発
展
と
著

作
権
法
」
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
主
催
（
於
、
中
国
）

一
二
月

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
工
業
所
有
権
管
理
者
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
日
本
の
工
業
所
有
権
制
度
の
歴
史
―
各
国
法
制
の
比
較
」
海
外

技
術
者
研
修
協
会
、
発
明
協
会
工
業
所
有
権
国
際
協
力
研
修
セ
ン
タ
ー
共
催
（
於
、
東
京
）

一
九
九
五
年
三
月
通
信
・
放
送
の
融
合
に
関
す
る
米
国
調
査
（
通
信
・
放
送
の
融
合
に
関
す
る
懇
談
会
）（
ア
メ
リ
カ
）

七
月
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
科
学
技
術
部
に
て
講
義
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
」（
於
、
東
京
）

一
一
月

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
工
業
所
有
権
管
理
者
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
日
本
の
工
業
所
有
権
制
度
の
歴
史
―
各
国
法
制
の
比
較
」
海
外

技
術
者
研
修
協
会
、
発
明
協
会
工
業
所
有
権
国
際
協
力
研
修
セ
ン
タ
ー
共
催
（
於
、
東
京
）

一
九
九
六
年
一
○
月

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
工
業
所
有
権
管
理
者
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
日
本
の
工
業
所
有
権
制
度
の
歴
史
―
各
国
法
制
の
比
較
」
海
外
技

術
者
研
修
協
会
、
発
明
協
会
ア
ジ
ア
太
平
洋
工
業
所
有
権
セ
ン
タ
ー
共
催
（
於
、
東
京
）

一
九
九
七
年

二
月

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
工
業
所
有
権
管
理
者
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
日
本
の
工
業
所
有
権
制
度
の
歴
史
―
各
国
法
制
の
比
較
」
海
外
技

術
者
研
修
協
会
、
発
明
協
会
ア
ジ
ア
太
平
洋
工
業
所
有
権
セ
ン
タ
ー
共
催
（
於
、
東
京
）

六
月

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
工
業
所
有
権
管
理
者
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
知
的
財
産
権
制
度
の
国
際
的
調
和
―
特
許
法
を
中
心
と
し
て
そ
の
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問
題
点
」
海
外
技
術
者
研
修
協
会
、
発
明
協
会
ア
ジ
ア
太
平
洋
工
業
所
有
権
セ
ン
タ
ー
共
催
（
於
、
東
京
）

九
月

工
業
所
有
権
研
修
実
務
者
コ
ー
ス
（
韓
国
）
に
て
講
演
「
知
的
所
有
権
制
度
の
国
際
的
調
和
と
課
題
」
発
明
協
会
ア
ジ
ア
工

業
所
有
権
セ
ン
タ
ー
主
催
（
於
、
東
京
）

一
一
月

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
工
業
所
有
権
管
理
者
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
知
的
所
有
権
制
度
の
国
際
的
調
和
」
Ａ
Ｏ
Ｔ
Ｓ
、
Ｙ
Ｋ
Ｃ
共
催

（
於
、
東
京
）

一
二
月
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
工
業
所
有
権
実
務
者
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
知
的
所
有
権
制
度
の
国
際
的
調
和
」
発
明
協
会
主
催
（
於
、
東
京
）

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
非
加
盟
国
管
理
者
工
業
所
有
権
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
知
的
所
有
権
制
度
の
国
際
的
調
和
」
Ａ
Ｏ
Ｔ
Ｓ
、
Ｙ
Ｋ

Ｃ
共
催
（
於
、
東
京
）

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
工
業
所
有
権
実
務
者
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
と
知
的
所
有
権
」
発
明
協
会
ア
ジ
ア
太
平
洋
工

業
所
有
権
研
修
セ
ン
タ
ー
主
催
（
於
、
東
京
）

一
九
九
八
年

二
月

韓
国
の
品
種
保
護
制
度
の
運
用
実
態
及
び
わ
が
国
果
樹
登
録
品
種
の
韓
国
に
お
け
る
流
通
・
利
用
の
状
況
の
調
査
（
登
録
品

種
流
通
構
造
等
調
査
委
託
事
業
）（
日
本
果
樹
種
苗
協
会
）
農
林
水
産
省
農
産
園
芸
局
種
苗
課
（
韓
国
）

四
月

講
演
「
T
h
e
Issu
e
o
f
P
u
b
lish
in
g
v
ersu
s
S
ecrecy

a
n
d
P
a
ten
tin
g（
機
密
の
公
表
と
特
許
）
」
T
h
e
N
ew
P
a
rtn
er-

sh
ip
b
etw
een
U
n
iv
ersities

a
n
d
In
d
u
stry

in
th
e
2
1
C
en
tu
ry
‐
S
y
stem

o
f
K
n
o
w
led
g
e
T
ra
n
sfer

in
clu
d
in
g

In
tellectu

a
l
P
ro
p
erty（

二
一
世
紀
に
お
け
る
産
業
間
の
新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

（
知
識
移
転
シ
ス
テ
ム
））
日
本
学
術
振
興
会
、
英
国
科
学
技
術
財
団
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
カ
ウ
ン
シ
ル
共
催
（
於
、
東
京
）

六
月

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
工
業
所
有
権
管
理
者
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
知
的
所
有
権
制
度
の
国
際
的
調
和
（
一
）
」
（
海
外
技
術
者
研
修
協

会
主
催
）（
於
、
東
京
）

九
月

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
工
業
所
有
権
実
務
者
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
知
的
所
有
権
制
度
の
国
際
的
調
和
」
発
明
協
会
ア
ジ
ア
太
平
洋
工

業
所
有
権
研
修
セ
ン
タ
ー
主
催
（
於
、
東
京
）
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一
九
九
九
年

一
月

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
工
業
所
有
権
基
礎
研
修
コ
ー
ス
に
て
講
演
「
知
的
所
有
権
制
度
の
国
際
的
調
和
」
発
明
協
会
ア
ジ
ア
太
平
洋
工
業

所
有
権
研
修
セ
ン
タ
ー
主
催
（
於
、
東
京
）

中
国
植
物
品
種
保
護
条
例
と
そ
の
運
用
の
実
態
調
査
（
中
国
）

"W
h
o
'
s
w
h
o
in
th
e
W
o
rld
"
M
illen

n
iu
m
E
d
itio
n（
1
7th
E
d
itio
n
）
に
知
的
財
産
権
法
の
学
者
と
し
て
日
本
人
で

初
め
て
登
載
さ
れ
る
。

二
○
○
○
年
一
一
月
講
演
「
植
物
品
種
保
護
」
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
主
催
（
於
、
筑
波
）

二
○
○
三
年

一
月

講
演
「
In
d
u
stria

l
P
ro
p
erty

S
y
stem

&
C
o
u
n
term

ea
su
res
in
J
a
p
a
n
」
「
S
tra
teg
y
fo
r
I.
P
.
in
A
sia
&
it's

P
ro
sp
ects」

海
外
技
術
者
研
修
協
会
主
催
（
於
、
タ
イ
）

二
○
○
四
年
五
月
講
演
「
P
a
ra
llel
Im
p
o
rta
tio
n
o
f
G
o
o
d
s
P
ro
tected

b
y
I.
P
.
R
ig
h
ts‐
C
o
n
cern
in
g
,
in
P
a
rticu

la
r,
P
a
ra
llel
Im
-

p
o
rta
tio
n
o
f
P
a
ten
ted
P
ro
d
u
cts」
『
C
o
m
p
etitio

n
P
o
licy

&
U
n
fa
ir
C
o
m
p
etitio

n
L
a
w
W
o
rk
sh
o
p
,
W
a
sh
-

in
g
to
n
U
n
iv
ersity

S
t.
L
o
u
is』
W
h
itn
ey
R
.
H
a
rn
is
In
stitu

t
fo
r
G
lo
b
a
l
L
eg
a
l
S
tu
d
ies主

催
（
於
、
ア
メ
リ

カ
）

一
二
月

講
演
「
知
的
財
産
権
で
保
護
さ
れ
て
い
る
物
品
の
並
行
輸
入
」
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
不
正
競
争
法
制
会
議
、
競
争
法
研
究
会
主
催
（
於
、

東
京
）

N
ev
a
d
a（
L
a
s
V
eg
a
s）
大
法
学
部
教
授
M
a
ry
L
a
F
ra
n
ceに
講
義
「
共
同
発
明
と
共
有
」（
於
、
東
京
）

二
○
○
五
年
三
月
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
「
東
ア
ジ
ア
諸
国
法
に
お
け
る
不
公
正
な
競
争
の
規
制
」
競
争
法
研
究
会
主
催
（
於
、
東
京
）

国
内
関
係

一
九
六
七
年

九
月

講
演
「
現
行
工
業
所
有
権
制
度
の
問
題
点
―
実
用
新
案
の
客
体
に
つ
い
て
―
」
（
弁
理
士
会
・
特
許
法
研
究
会
主
催
）
『
パ
テ

ン
ト
』
二
一
巻
三
号
所
収
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一
九
六
九
年
三
月
商
事
法
務
研
究
会
、
基
礎
講
座
講
師
（
特
許
管
理
入
門
セ
ミ
ナ
ー
商
標
・
商
号
管
理
実
務
講
座
）（
一
九
七
一
年
三
月
迄
）

一
九
六
九
年
四
月
講
演
「
実
用
新
案
制
度
存
廃
論
を
め
ぐ
る
本
質
的
問
題
―
そ
の
保
護
客
体
を
中
心
と
し
て
―
」（
日
本
パ
テ
ン
ト
ア
カ
デ
ミ
ー

主
催
）『
特
許
と
企
業
』
五
号
所
収

一
九
七
○
年

四
月

日
本
特
許
協
会
（
一
九
九
四
年
か
ら
日
本
知
的
財
産
協
会
と
改
称
）
、
研
修
部
講
師
（
比
較
特
許
法
―
米
、
英
、
仏
、
独
、

露
国
）（
一
九
七
二
年
三
月
迄
）

一
九
七
二
年

四
月

発
明
協
会
（
二
○
一
二
年
か
ら
発
明
推
進
協
会
と
改
称
）
、
工
業
所
有
権
研
修
セ
ン
タ
ー
（
一
九
九
八
年
か
ら
知
的
財
産
権

研
修
セ
ン
タ
ー
と
改
称
）
主
任
講
師
☆

一
九
七
四
年
四
月
日
本
特
許
協
会
、
研
修
部
講
師
（
比
較
特
許
法
）（
一
九
八
○
年
三
月
迄
）

一
九
七
六
年
七
月
講
演
「
特
許
権
取
得
に
よ
る
市
場
独
占
と
独
禁
法
」（
日
本
監
査
役
協
会
主
催
）」

一
九
七
八
年
六
月
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
研
究
会
委
員
（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
）（
一
九
七
九
年
三
月
迄
）

一
九
七
九
年
三
月
講
演
「
商
標
」（
国
際
独
禁
法
・
工
業
所
有
権
法
研
究
会
（
～
六
月
ま
で
）

一
九
八
○
年
七
月
「
特
許
法
七
○
条
に
関
す
る
判
例
の
分
析
研
究
」
に
関
す
る
研
究
会
委
員
（
発
明
協
会
）（
一
九
八
一
年
三
月
迄
）

九
月
講
演
「
不
正
競
争
・
商
標
を
め
ぐ
る
理
論
と
実
務
」（
日
本
弁
護
士
連
合
会
主
催
）
昭
和
五
五
年
度
特
別
研
修
叢
書
所
収

一
九
八
一
年
一
月
講
演
「
こ
れ
か
ら
の
弁
理
士
の
在
り
方
」
弁
理
士
会
研
修
所
会
員
研
修
会
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

四
月
工
業
所
有
権
法
判
例
研
究
会
（
二
○
○
三
年
か
ら
知
的
財
産
権
法
判
例
研
究
会
と
改
称
）
座
長
（
発
明
協
会
）
☆

日
本
特
許
協
会
、
研
修
部
講
師
（
比
較
特
許
法
）
ー
以
降
隔
年
ー
（
二
○
一
○
年
三
月
迄
）

八
月
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
法
的
保
護
調
査
研
究
特
別
委
員
会
委
員
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
産
業
振
興
協
会
）（
一
九
八
三
年
三
月
迄
）

一
一
月
「
特
別
講
演
―
商
標
・
商
号
の
保
護
」（
北
海
道
学
園
大
学
法
学
部
主
催
）

一
二
月
品
種
保
護
委
員
会
委
員
（
日
本
種
苗
協
会
）（
一
九
八
三
年
一
二
月
迄
）

一
九
八
二
年
一
月
講
演
「
こ
れ
か
ら
の
弁
理
士
の
在
り
方
」
弁
理
士
会
研
修
所
会
員
研
修
会
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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サ
ー
ビ
ス
マ
ー
ク
対
策
特
別
委
員
会
委
員
（
発
明
協
会
）（
一
九
八
三
年
一
二
月
迄
）

一
九
八
三
年
四
月
講
演
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
保
護
―
特
許
権
・
著
作
権
・
ノ
ウ
ハ
ウ
」（
国
際
独
禁
法
・
工
業
所
有
権
法
研
究
会
）

七
月
商
事
法
務
研
究
会
、
基
礎
講
座
講
師
（
無
体
財
産
権
法
入
門
、
特
許
権
・
商
標
権
等
と
著
作
権
）（
二
○
○
五
年
一
月
迄
）

九
月
講
演
「
監
査
役
ス
タ
ッ
フ
の
た
め
の
法
令
講
座
・
工
業
所
有
権
法
」（
商
事
法
務
研
究
会
主
催
）

一
九
八
四
年
二
月
講
演
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
法
的
保
護
に
つ
い
て
」（
弁
理
士
会
主
催
）

講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
保
護
―
権
利
の
性
質
か
ら
の
検
討
」（
著
作
権
資
料
協
会
主
催
）『
コ
ピ
ラ
イ
ト
』

二
四
巻
二
号
（
N
o
.2
7
8）
・
二
四
巻
三
号
（
N
o
.2
7
9）
所
収

一
一
月
講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
法
的
保
護
」（
総
合
教
育
企
画
株
式
会
社
主
催
）

一
二
月
講
演
「
植
物
品
種
の
保
護
―
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
伴
っ
て
―
」（
農
林
水
産
技
術
情
報
協
会
主
催
）『
研
究
ジ
ャ
ー

ナ
ル
』
八
巻
四
号
所
収

一
九
八
五
年

六
月

講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
著
作
権
法
の
一
部
改
正
」
（
日
本
著
作
権
協
議
会
主
催
）
『
著
作
権
だ
よ
り
』

第
一
七
号
所
収

七
月
講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
著
作
権
資
料
協
会
主
催
）

一
九
八
六
年
三
月
講
演
「
特
許
権
等
と
著
作
権
の
交
錯
」（
著
作
権
資
料
協
会
主
催
）

六
月

講
演
「
特
許
権
に
お
け
る
排
他
的
独
占
権
の
認
め
ら
れ
る
合
理
的
理
由
」
（
国
際
独
禁
法
・
工
業
所
有
権
研
究
会
）
『
ア
メ
リ

カ
の
シ
ン
ガ
ー
ミ
シ
ン
事
件
か
ら
学
ぶ
も
の
』
所
収

七
月
講
演
「
商
標
法
と
不
正
競
争
防
止
法
と
の
交
錯
―
管
理
面
を
中
心
と
し
て
―
」（
東
京
商
工
会
議
所
千
代
田
支
部
主
催
）

一
九
八
七
年

一
月

講
演
「
ブ
ラ
ジ
ル
主
催
、
情
報
産
業
の
国
際
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告
及
び
特
許
の
共
有
」
（
国
際
独
禁
法
・
工
業
所
有
権
法
研
究

会
）

講
演
「
期
待
さ
れ
る
弁
理
士
像
」
弁
理
士
会
研
修
所
会
員
研
修
会
（
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）
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三
月
財
団
法
人
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
情
報
セ
ン
タ
ー
理
事
（
二
○
一
○
年
三
月
迄
）

三
月
講
演
「
工
業
所
有
権
と
著
作
権
」（
国
際
独
禁
法
・
工
業
所
有
権
法
研
究
会
）

四
月
私
立
大
学
情
報
処
理
教
育
連
絡
協
議
会
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
組
織
研
究
委
員
会
委
員
（
一
九
八
九
年
三
月
迄
）

五
月
講
演
「
国
際
的
工
業
所
有
権
法
と
我
が
国
の
立
場
」（
国
際
独
禁
法
・
工
業
所
有
権
法
研
究
会
）

六
月
講
演
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
関
連
法
律
実
務
セ
ミ
ナ
ー
」（
東
京
商
工
会
議
所
千
代
田
支
部
主
催
）

七
月
講
演
「
特
許
法
改
正
の
国
際
的
位
置
づ
け
」（
経
営
法
友
会
主
催
）

九
月
講
演
「
著
作
権
と
周
辺
法
と
の
関
係
―
特
許
・
商
標
・
チ
ッ
プ
法
等
」（
著
作
権
資
料
協
会
主
催
）

一
○
月
講
演
「
知
的
所
有
権
を
め
ぐ
る
国
際
的
動
向
」（
経
営
法
友
会
（
大
阪
）
主
催
）

一
一
月

講
演
「
知
的
所
有
権
を
め
ぐ
る
国
際
的
動
向
と
我
が
国
法
制
の
位
置
づ
け
」
（
企
業
活
力
研
究
会
主
催
）
『
Ｂ
Ｐ
Ｆ
』
通
巻
七

号
所
収

講
演
「
著
作
権
法
に
つ
い
て
」（
国
際
独
禁
法
・
工
業
所
有
権
法
研
究
会
）

一
二
月
講
演
「
著
作
権
と
特
許
権
―
そ
の
相
違
を
中
心
に
」（
Ｌ
Ｅ
Ｓ
（
L
icen

se
E
x
ecu

tin
g
S
o
ciety

）
研
究
会
主
催
）

一
九
八
八
年
一
月
講
演
「
期
待
さ
れ
る
弁
理
士
像
」
弁
理
士
会
研
修
所
会
員
研
修
会
（
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）

四
月
講
演
「
知
的
財
産
権
を
め
ぐ
る
国
際
的
諸
問
題
」（
日
本
食
品
セ
ン
タ
ー
主
催
）

六
月
講
演
「
知
的
所
有
権
法
の
高
度
先
端
技
術
へ
の
対
応
」
第
九
○
回
司
法
検
事
研
究
（
法
務
総
合
研
究
所
主
催
）

一
一
月
財
団
法
人
日
本
商
標
協
会
常
務
理
事
☆

経
営
法
友
会
、
基
礎
シ
リ
ー
ズ
講
師
（
知
的
財
産
権
の
基
礎
知
識
）（
一
九
九
四
年
一
一
月
迄
）

一
九
八
九
年
四
月
講
演
「
著
作
権
法
―
工
業
所
有
権
法
と
の
関
係
」（
著
作
権
資
料
協
会
主
催
）

五
月

講
演
「
情
報
化
社
会
の
建
設
と
生
活
、
二
一
世
紀
の
人
と
社
会
」
（
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
金
主
催
）
『
信
息
社
会
的

建
設
和
生
活
二
一
世
紀
的
人
和
社
会
（
中
日
講
演
討
論
会
）』（
新
時
代
出
版
社
）
所
収
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七
月

講
演
「
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
進
展
に
伴
う
、
植
物
品
種
保
護
分
野
の
現
代
的
課
題
」
農
林
水
産
省
植
物
品
種
保
護
制
度
一

○
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
植
物
品
種
保
護
制
度
一
○
周
年
記
念
会
主
催
）

講
演
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
法
的
保
護
」（
東
京
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
研
究
会
）

一
○
月
新
聞
関
係
著
作
権
研
究
会
委
員
長
（
日
本
新
聞
協
会
）（
一
九
九
二
年
四
月
迄
）

講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
ど
の
よ
う
に
保
護
さ
れ
て
い
る
か
」
（
日
本
生
産
性
本
部
・
情
報
開
発
部
主
催
）

一
一
月

講
演
「
著
作
権
を
め
ぐ
る
最
近
の
諸
問
題
」
（
第
三
二
回
総
会
、
法
律
図
書
館
連
絡
会
）
『
び
ぶ
ろ
す
』

V
o
l.4

1
N
o
.4（
国

立
国
会
図
書
館
）、『
大
学
図
書
館
研
究
』
N
o
.3
6所
収

一
九
九
○
年
二
月
講
演
「
Ｋ
Ｄ
Ｄ
社
員
研
修
講
演
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
新
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー
主
催
）

七
月
講
演
「
知
的
財
産
権
の
基
礎
知
識
」（
大
日
本
印
刷
株
式
会
社
）

一
一
月

サ
ー
ビ
ス
マ
ー
ク
の
使
用
と
商
標
と
し
て
の
登
録
状
況
に
関
す
る
実
態
調
査
研
究
委
員
会
委
員
長
（
発
明
協
会
）
（
一
九
九

一
年
三
月
迄
）

講
演
「
著
作
権
と
意
匠
権
」（
著
作
権
資
料
協
会
主
催
）『
コ
ピ
ラ
イ
ト
』
三
一
巻
三
号
（
N
o
.3
6
3）
所
収

一
九
九
一
年
一
月
講
演
「
著
作
権
制
度
に
つ
い
て
」（
日
本
リ
サ
ー
チ
総
合
研
究
所
主
催
）

四
月
情
報
教
育
研
究
委
員
会
委
員
（
私
立
大
学
情
報
教
育
協
会
）（
一
九
九
四
年
三
月
迄
）

一
九
九
二
年
一
月
講
演
「
知
的
財
産
権
と
世
界
の
動
向
―
医
薬
品
・
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
中
心
と
し
て
」（
医
薬
品
企
業
法
務
研
究
会
）

三
月

講
演
「
商
標
法
の
課
題
―
サ
ー
ビ
ス
マ
ー
ク
を
中
心
に
―
平
成
三
年
度
サ
ー
ビ
ス
マ
ー
ク
制
度
の
導
入
記
念
セ
ミ
ナ
ー
（
発

明
協
会
主
催
）

講
演
「
日
本
特
許
法
の
概
要
お
よ
び
動
向
」（
日
本
電
子
工
業
振
興
協
会
）

四
月

「
ヒ
ト
・
ゲ
ノ
ム
研
究
に
か
か
わ
る
知
的
財
産
権
―
法
律
と
の
問
題
に
つ
い
て
」
（
日
本
学
術
振
興
会

ヒ
ト
・
ゲ
ノ
ム
に

関
す
る
研
究
開
発
専
門
委
員
会
）
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七
月
講
演
「
職
務
上
の
創
作
に
つ
い
て
」（
著
作
権
資
料
協
会
主
催
）『
コ
ピ
ラ
イ
ト
』
三
二
巻
七
号
（
N
o
.3
7
9）
所
収

九
月

平
成
四
年
度
新
審
査
方
式
導
入
調
査
委
託
事
業
委
員
会
委
員
（
農
林
水
産
省
農
蚕
園
芸
局
種
苗
課
委
託
）
（
農
林
水
産
技
術

情
報
協
会
）（
一
九
九
三
年
三
月
迄
）

講
演
「
知
的
財
産
権
を
め
ぐ
る
日
米
摩
擦
」
（
武
蔵
野
エ
ル
ダ
リ
ー
学
園
（
高
齢
者
教
育
講
座
主
催
）
（
於
、
武
蔵
野
市
立
武

蔵
野
福
祉
会
館
）

一
○
月

講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
と
著
作
権
」
平
成
四
年
度
情
報
処
理
教
育
担
当
教
員
等
養
成
講
座
（
基
礎
コ
ー
ス
）
（
文
部
省

初
等
中
等
教
育
局
主
催
）

講
演
「
新
聞
著
作
権
の
現
状
と
今
日
的
課
題
」（
日
本
新
聞
協
会
主
催
）

一
九
九
三
年
四
月
登
録
品
種
流
通
構
造
等
調
査
事
業
調
査
委
員
（
一
九
九
六
年
三
月
迄
）

六
月
講
演
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
法
的
保
護
―
主
に
著
作
権
と
特
許
権
に
つ
い
て
」
平
成
五
年
度
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
著
作
権
協
会
主
催
）『
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
会
報
』
二
四
号
所
収
（『

A
C
C
S
A
N
N
U
A
L
R
E
P
O
R
T

'9
3』
再
収
録
）

七
月
講
演
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
保
護
に
関
す
る
諸
問
題
」（
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
主
催
）『
コ
ピ
ラ
イ
ト
』
三
三
巻
五
号
（
N
o
.3
9
0）

所
収

八
月
講
演
「
知
的
所
有
権
を
巡
る
最
近
の
国
際
動
向
に
つ
い
て
」（
発
明
協
会
愛
知
県
支
部
主
催
）

一
九
九
四
年
二
月
講
演
「
知
的
財
産
権
の
最
近
の
国
際
的
動
向
と
わ
が
国
」（
独
禁
法
研
究
協
議
会
主
催
）『
懸
橋
』
六
号
所
収

五
月
講
演
「
著
作
権
に
つ
い
て
」
平
成
六
年
度
情
報
教
育
指
導
者
講
座
（
指
導
主
事
講
座
）（
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
主
催
）

六
月

講
演
「
私
的
使
用
の
た
め
の
複
製
と
そ
の
周
辺
」
平
成
六
年
度
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
著
作

権
協
会
主
催
）『
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
会
報
』
三
一
号
所
収

七
月

講
演
「
知
的
財
産
権
を
め
ぐ
る
国
際
的
動
向
と
展
望
―
特
許
権
法
上
の
問
題
」
（
科
学
技
術
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
主
催
）
『

M

O
V
E
M
E
N
T
』
第
一
八
号
所
収
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一
一
月
講
演
「
著
作
権
に
つ
い
て
」
平
成
六
年
度
情
報
教
育
指
導
者
講
座
（
指
導
主
事
講
座
）（
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
主
催
）

一
二
月
講
演
「
情
報
化
社
会
と
著
作
権
法
―
図
書
館
を
中
心
と
し
て
」（
私
立
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
シ
ス
テ
ム
研
究
会
第
四
分
科
会
）

講
演
「
知
的
財
産
権
を
め
ぐ
る
国
際
的
動
向
と
展
望
―
著
作
権
法
上
の
問
題
」
日
米
欧
技
術
戦
略
セ
ミ
ナ
ー
（
科
学
技
術
国

際
交
流
セ
ン
タ
ー
主
催
）『

J
IS
T
E
C

R
E
P
O
R
T
』
N
o
.2
1所
収

講
演
「
知
的
所
有
権
と
並
行
輸
入
」（
国
際
独
禁
法
・
工
業
所
有
権
法
研
究
会
）

一
九
九
五
年

五
月

講
演
「
知
的
財
産
権
を
め
ぐ
る
新
た
な
課
題
と
将
来
の
展
望
―
特
許
制
度
を
中
心
と
し
て
―
」
日
米
欧
技
術
戦
略
セ
ミ
ナ
ー

（
国
際
経
済
政
策
調
査
会
・
科
学
技
術
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
共
催
）
椎
名
素
夫
編
『
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
知
的
財
産
権
』
「
激
突

か
ら
大
調
和
へ
『
日
米
欧
技
術
戦
略
セ
ミ
ナ
ー
』
は
報
告
す
る
」
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
一
九
九
四
年
所
収

六
月
講
演
「
知
的
財
産
権
制
度
の
国
際
的
な
流
れ
と
我
が
国
の
今
後
の
課
題
」（
平
成
六
年
度
発
明
協
会
長
野
県
支
部
主
催
）

講
演
「
職
務
発
明
と
対
価
」（
日
本
事
務
機
械
工
業
会
・
工
業
所
有
権
小
委
員
会
主
催
）

七
月
講
演
「
著
作
権
に
つ
い
て
」
平
成
七
年
度
情
報
教
育
指
導
者
講
座
（
指
導
主
事
講
座
）（
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
主
催
）

講
演
「
植
物
品
種
の
保
護
―
特
許
法
・
商
標
法
及
び
種
苗
法
の
問
題
点
」（
日
本
果
樹
種
苗
協
会
主
催
）

八
月

講
演
「
著
作
権
法
に
つ
い
て
―
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
中
心
と
し
て
」
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
基
礎
特
別
研
修
（
全
国

ネ
ッ
ト
放
送
）（
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
主
催
）

九
月
講
演
「
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
成
立
後
の
特
許
に
関
す
る
日
米
欧
の
動
向
」（
東
京
高
等
裁
判
所
知
的
財
産
権
部
研
究
会
）

一
一
月
講
演
「
特
許
権
と
他
の
知
的
財
産
権
と
の
関
係
」
平
成
七
年
度
秋
季
講
演
大
会
（
日
本
鉄
鋼
協
会
学
会
部
門
）

一
二
月

講
演
「
情
報
化
社
会
に
お
け
る
図
書
館
と
著
作
権
」
（
私
立
大
学
図
書
館
協
会
東
地
区
部
会
主
催
）
『
私
立
大
学
図
書
館
協
会

会
報
』
一
○
六
号
所
収

一
九
九
六
年
一
月
日
本
知
的
財
産
協
会
よ
り
感
謝
状
を
受
け
る
。

講
演
「
著
作
権
と
特
許
権
の
交
錯
」
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
法
務
担
当
者
養
成
講
座
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
著
作
権
協
会
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主
催
）

四
月
社
団
法
人
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
著
作
権
協
会
理
事
（
二
○
○
七
年
三
月
迄
）、
以
後
特
別
顧
問
☆

九
月

講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
と
著
作
権
」
平
成
八
年
度
情
報
教
育
指
導
者
講
座
（
中
学
校
）
（
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
主

催
）

一
一
月
講
演
「
著
作
権
と
は
何
か
」（
平
成
八
年
度
群
馬
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
視
聴
覚
部
会
主
催
）

一
二
月

講
演
「
知
的
財
産
権
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
―
著
作
権
・
特
許
権
の
国
際
的
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
に
」
（
経
営

法
友
会
主
催
）

一
九
九
七
年

一
月

講
演
「
著
作
権
と
特
許
権
の
交
錯
」
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
法
務
担
当
者
養
成
講
座
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
著
作
権
協
会

主
催
）

六
月
講
演
「
判
例
研
究
並
び
に
解
説
」（
弁
理
士
会
研
修
所
会
員
研
修
会
）（
於
、
名
古
屋
、
大
阪
、
東
京
）

七
月

講
演
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
法
律
的
な
側
面
」
平
成
九
年
度
関
東
地
区
著
作
権
研
修
講
座
（
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー

主
催
）

九
月

講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
と
著
作
権
」
情
報
教
育
公
開
講
座
（
群
馬
県
教
育
委
員
会
主
催
）
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
と
著

作
権
』
学
校
の
運
営
三
○
号
（
群
馬
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
）
所
収

一
○
月

講
演
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
と
著
作
権
」
平
成
九
年
度
情
報
教
育
指
導
者
講
座
（
文
部
省
・
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
主
催
）

（
於
、
神
奈
川
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
）

一
二
月

平
成
九
年
度
登
録
品
種
流
通
構
造
等
調
査
委
託
事
業
に
係
る
検
討
委
員
会
委
員
（
日
本
果
樹
種
苗
協
会
）
（
一
九
九
九
年
三

月
迄
）

一
九
九
八
年

一
月

講
演
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
と
知
的
財
産
権
」
平
成
九
年
度
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
法
務
担
当
者
養
成
講
座
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
著
作
権
協
会
主
催
）
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講
演
「
並
行
輸
入
と
競
争
法
―
Ｂ
Ｂ
Ｓ
最
高
裁
判
決
を
中
心
に
」（
東
京
経
済
法
研
究
会
）

二
月

講
演
「
わ
が
国
の
大
学
の
特
許
取
り
扱
い
制
度
の
法
律
的
な
特
徴
と
問
題
点
」
Ｎ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
‐
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｔ
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
大
学
の
特
許
」（
奈
良
先
端
科
学
技
術
大
学
院
大
学
・
先
端
科
学
技
術
調
査
セ
ン
タ
ー
主
催
）

六
月
財
団
法
人
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
協
会
理
事
（
二
○
一
○
年
九
月
迄
）

七
月
講
演
「
特
許
制
度
の
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
後
の
内
外
の
動
き
」（
国
際
独
禁
法
・
工
業
所
有
権
法
研
究
会
）

九
月
講
演
「
判
例
研
究
並
び
に
解
説
」（
弁
理
士
会
研
修
所
会
員
研
修
会
）（
於
、
東
京
）

一
○
月

講
演
「
均
等
論
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
」
（
日
本
ラ
イ
セ
ン
ス
協
会
関
西
支
部
主
催

L
E
S
J
A
P
A
N

N
E
W

S
三
九
巻
四
号

要
約
所
収

一
九
九
九
年

一
月

講
演
「
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
著
作
権
条
約
、
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
と
我
が
国
の
対
応
」
知
的
所
有
権
セ
ミ
ナ
ー
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
協
会
主
催
）

二
月

講
演
「
情
報
化
社
会
に
お
け
る
著
作
権
と
工
業
所
有
権
の
交
錯
」
著
作
権
研
究
会
（
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
主
催
）
『
コ
ピ

ラ
イ
ト
』
三
九
巻
四
号
（
N
o
.
4
5
7）
所
収

四
月
社
団
法
人
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
附
属
著
作
権
研
究
所
運
営
委
員
☆

講
演
「
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
我
が
国
経
済
強
化
の
た
め
の
知
的
財
産
権
制
度
の
方
向
づ
け
」
発
明
協
会
東
京
支
部
創
立
六

○
周
年
記
念
・
弁
理
士
会
知
的
所
有
権
研
究
会
一
○
周
年
記
念
講
演
会
（
発
明
協
会
東
京
支
部
、
弁
理
士
会
工
業
所
有
権
研

究
会
共
催
）

六
月
講
演
「
国
際
通
商
上
の
知
的
財
産
権
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
を
中
心
に
」
早
稲
田
大
学
法
学
部
公
開
ゼ
ミ

七
月
教
材
・
資
料
等
電
子
化
促
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
協
力
者
（
私
立
大
学
情
報
教
育
協
会
）（
二
○
○
○
年
九
月
迄
）

講
演
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
と
知
的
所
有
権
」
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
研
修
講
師
育
成
研
修
（
発
明
協
会
ア
ジ
ア
太
平
洋
工
業
所
有
権
セ
ン

タ
ー
主
催
）
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九
月
講
演
「
国
立
国
会
図
書
館
に
お
け
る
著
作
権
問
題
」
国
立
国
会
図
書
館
著
作
権
問
題
検
討
委
員
会
主
催

一
二
月
講
演
「
知
的
財
産
権
の
現
代
的
課
題
」（
弁
理
士
同
友
会
）

二
○
○
○
年

一
月

講
演
「
著
作
権
の
法
的
構
造
―
将
来
的
展
望
も
踏
ま
え
て
」
（
日
本
関
税
協
会
知
的
財
産
情
報
セ
ン
タ
ー
主
催
）
『
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ｉ

Ｃ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
V
o
l.1

0
3所
収
）

二
月
講
演
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
著
作
権
問
題
―
そ
の
最
新
動
向
」（
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
著
作
権
協
議
会
主
催
）

八
月
講
演
「
知
的
財
産
権
法
」（
教
育
セ
ン
タ
ー
情
報
教
育
研
修
講
座
）

二
○
○
一
年

一
月

講
演
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
著
作
権
保
護
の
実
効
性
確
保
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
近
時
の
法
改
正
か
ら
」
著
作
権

研
究
会
（
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
主
催
）『
コ
ピ
ラ
イ
ト
』
四
一
巻
四
号
（
N
o
.
4
8
0）
所
収

六
月
講
演
「
判
例
研
究
―
育
成
者
権
と
特
許
権
」（
弁
理
士
同
友
会
）

講
演
「
教
材
・
コ
ン
テ
ン
ツ
作
り
と
支
援
環
境
―
電
算
化
に
伴
う
権
利
処
理
」
私
立
大
学
情
報
教
育
協
会
教
育
情
報
化
フ
ォ
ー

ラ
ム
運
営
委
員
会
主
催

七
月

講
演
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
貿
易
関
連
知
的
所
有
権
（
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
）
協
定
の
諸
問
題
」
Ｗ
Ｔ
Ｏ
・
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（
青
山
学
院
大
学
綜
合
研
究
所
主
催
）『
貿
易
と
関
税
』
二
○
○
一
年
一
一
月
所
収

講
演
「
知
的
財
産
権
の
最
近
の
動
向
―
法
改
正
と
問
題
点
」（
棠
陰
会
）

講
演
「
情
報
化
社
会
の
光
と
影
」（
神
奈
川
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
教
育
指
導
部
情
報
教
育
室
主
催
）

九
月
講
演
「
著
作
権
の
話
」（
Ｎ
Ｋ
Ｋ
テ
ク
ノ
メ
ー
ト
の
会
）

一
○
月
電
子
著
作
物
権
利
処
理
事
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
協
力
者
（
私
立
大
学
情
報
教
育
協
会
）（
二
○
○
二
年
五
月
迄
）

一
一
月
講
演
「
著
作
権
法
」（
弁
理
士
無
名
会
）

二
○
○
二
年
四
月
昭
和
大
学
附
属
豊
洲
病
院
、
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
委
員
（
二
○
一
一
年
一
一
月
迄
）

五
月
私
立
大
学
情
報
教
育
協
会
よ
り
功
労
者
感
謝
状
を
受
け
る
。
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六
月
講
演
「
職
務
発
明
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」
ユ
ア
サ
ハ
ラ
法
律
特
許
事
務
所
創
立
一
○
○
周
年
記
念

講
演
「
教
材
の
電
子
化
促
進
に
向
け
た
権
利
処
理
問
題
」
（
私
立
大
学
情
報
教
育
協
会
教
育
情
報
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
運
営
委
員

会
主
催
）

一
○
月
講
演
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
に
お
け
る
著
作
権
」
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
公
開
寄
付
講
座

二
○
○
三
年
四
月
知
的
財
産
問
題
検
討
委
員
会
委
員
（
日
本
私
立
大
学
連
盟
）（
二
○
○
七
年
三
月
迄
）

五
月
講
演
「
知
的
財
産
権
に
つ
い
て
」
群
馬
県
立
高
崎
高
等
学
校
創
立
記
念
講
演

Ｉ
Ｐ
カ
ル
チ
ャ
ー
普
及
啓
蒙
戦
略
プ
ラ
ン
策
定
委
員
会
委
員
長
（
特
許
庁
委
託
事
業
・
発
明
協
会
）
（
二
○
○
四
年
三
月
迄
）

七
月
講
演
「
職
務
発
明
―
職
務
発
明
等
他
の
職
務
上
の
創
作
と
の
関
連
」（
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
主
催
）

講
演
「
最
近
の
不
正
商
品
対
策
―
わ
が
国
関
税
定
率
法
の
改
正
を
中
心
と
し
て
」（
競
争
法
研
究
会
主
催
）

八
月

Ｉ
Ｐ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
標
語
及
び
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
選
定
委
員
長
（
特
許
庁
委
託
事
業
・
発
明
協
会
）
（
二
○
○
四
年
三
月
迄
）

二
○
○
四
年

一
月

講
演
「
企
業
に
お
け
る
知
的
財
産
権
制
度
の
戦
略
的
活
用
―
職
務
発
明
と
企
業
に
お
け
る
商
標
管
理
」
（
発
明
協
会
Ｉ
Ｐ
カ

ル
チ
ャ
ー
普
及
啓
蒙
講
演
会
・
静
岡
会
場
）

五
月
講
演
「
職
務
発
明
再
考
」（
弁
理
士
同
友
会
）

発
明
協
会
一
○
○
周
年
記
念
式
典
に
て
発
明
奨
励
功
労
賞
受
賞

二
○
○
五
年
三
月
社
団
法
人
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
理
事
（
二
○
一
二
年
六
月
迄
）

七
月
講
演
「
営
業
秘
密
の
保
護
（
一
）
―
一
般
」（
競
争
法
研
究
会
主
催
）

一
一
月
講
演
「
営
業
秘
密
の
保
護
（
二
）
―
工
業
的
ノ
ウ
ハ
ウ
保
護
と
特
許
政
策
」（
競
争
法
研
究
会
主
催
）

二
○
○
六
年
五
月
講
演
「
営
業
秘
密
の
保
護
（
三
）
―
他
の
知
的
財
産
権
と
の
交
錯
」（
競
争
法
研
究
会
主
催
）

七
月
講
演
「
著
作
権
法
と
独
占
禁
止
法
」（
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
主
催
）

二
○
○
八
年

一
月

講
演
「
職
務
発
明
に
関
す
る
最
近
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
―
相
当
な
対
価
請
求
権
を
中
心
と
し
て
」
（
発
明
協
会
・
知
的
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財
産
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
）

四
月
講
演
「
知
的
財
産
権
の
客
体
」（
半
導
体
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
所
）

一
一
月
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
流
通
と
著
作
権
制
度
協
議
会
顧
問
（
二
○
一
一
年
三
月
迄
）

二
○
○
九
年
四
月
電
子
著
作
物
権
利
処
理
事
業
運
営
委
員
会
委
員
（
私
立
大
学
情
報
教
育
協
会
）（
二
○
一
三
年
三
月
迄
）

二
○
一
一
年
七
月
米
欧
韓
の
知
財
分
野
に
お
け
る
F
T
A
/
E
P
A
交
渉
戦
略
調
査
研
究
事
業
（
公
正
貿
易
セ
ン
タ
ー
）（
二
○
一
二
年
三
月
迄
）

二
○
一
二
年
六
月
講
演
「
知
的
財
産
権
―
理
論
と
実
務
」（
弁
理
士
同
友
会
）

一
二
月
講
演
「
著
作
権
法
と
不
正
競
争
防
止
法
」（
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
主
催
）
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